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別紙様式２ 

下呂市過疎地域持続的発展計画 新旧対照表 

P/L 変更後 変更前 

P1/ 

L16 

気候は山間内陸性気候で、気温の日較差や年較差が大きく、年平均気温は約１３℃、年間降

水量は約２，６００㎜

気候は山間内陸性気候で、気温の日較差や年較差が大きく、年平均気温は約１２℃、年間降

水量は約２，４００㎜

P2/ 

L14 

令和６年度の観光客数は約２４０万人です。 令和元年の観光客数は約２５５万人です。 

P2/ 

L17 

約５１万人と大幅に減少した状況があった中でも、下呂市ＤＭＯ委員会等が中心となりデー

タ分析による的確なプロモーションを行い、令和４、５年度には９０万人台に、令和６年度

は１００万人台まで回復しています。 

約５２万人と大幅に減少しています。 

P2/ 

L36 

令和２年には３０，４２８人にまで減少し、昭和５０年からの４５年間で１４，８６５人減

少し、その減少率は３２．８％となっています。 

平成２７年には３３，５８５人にまで減少し、昭和５０年からの４０年間で１１，７０８人

減少し、その減少率は２５．８％となっています。 

P3/ 

L5 

年齢階層別にみると、平成２７年の国勢調査では、年少人口（０歳～１５歳未満）３，８３

０人、生産年齢人口（１５歳～６５歳未満）１７，１６０人、老年人口（６５歳以上） １２，

５６０人に対して、令和２年の国勢調査では、年少人口３，２４６人、生産年齢人口１４，

６７０人、老年人口１２，２９８人となっています。５年間で年少人口と生産年齢人口が１

５％近く減少しており、少子高齢化が進行している状況が見てとれます。 

年齢階層別にみると、平成２２年の国勢調査では、年少人口（０歳～１５歳未満）４，５２

４人、生産年齢人口（１５歳～６５歳未満）１９，７３３人、老年人口(６５歳以上)１２，

０２８人に対して、平成２７年の国勢調査では、年少人口３，８３０人、生産年齢人口１

７，１６０人、老年人口１２，５６０人となっています。５年間で年少人口と生産年齢人口

は減少している反面、老年人口が大幅に増加しており、少子高齢化が進行している状況が見

てとれます。 

P3/ 

L22 

下呂市では、こうした課題を踏まえ、令和６年度に策定した市の最上位計画である「下呂市

第三次総合計画」に基づいたまちづくりのための施策を総合的に推進していくとともに、同

年度に策定した「第３期下呂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいた施策も着実に

推進していきます。 

下呂市では、こうした課題を踏まえ、平成２６年度に策定した市の最上位計画である「下呂

市第二次総合計画」に基づいたまちづくりのための施策を総合的に推進していくとともに、

令和２年度に策定した「第２期下呂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいた施策も

着実に推進していきます。 

P3/ 

L34 

市内全域の観光客数は、平成１９年には３０９万人ありましたが、それ以降は２７０万人前

後、市内全域の宿泊者数についても、平成１９年には１２４万人ありましたが、以降は１１

０万人前後を推移しています。 

市内全域の観光客数は、平成１９年の３０９万人をピークに、それ以降は２７０万人前後、

市内全域の宿泊者数についても、平成１９年の１２４万人をピークに、以降は１１０万人前

後を推移しています。 

P4/ 

L12 

令和２年の国勢調査までの６０年間で１７，８８６人減少しています。 平成２７年の国勢調査までの５５年間で１４，７２９人減少しています。 

P4/ 平成１２年から令和２年までの２０年間で９，６７４人減少しており 平成１２年から平成２７年までの１５年間で６，５１７人減少しており 
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L16 

P4/ 

L19 

令和２年の各階層比率は、年少人口率が１０．７％、生産年齢人口率が４８．７％、老年人

口率は４０．６％となっており、県全体の年少人口率１２．３％、生産年齢人口率５７．３％、

老年人口率３０．４％と比較しても、本市の老年人口比率が高いことがわかります。 

平成２７年の各階層比率は、年少人口率が１１．４％、生産年齢人口率が５１．１％、老年

人口率は３７．４％となっており、県全体の年少人口率１３．２％、生産年齢人口率５８．

７％、老年人口率２８．１％と比較しても、本市の老年人口比率が高いことがわかります。 

P4/ 

L25 

世帯あたり人口は昭和３５年の４．７人に比べ令和２年は２．６人と減少し、核家族化現象

が顕著に現れています。 

世帯あたり人口は昭和３５年の４．７人に比べ平成２７年は２．７１人と減少し、核家族化

現象が顕著に現れています。 

P4/ 

L27 

令和１７年には２万２千人を割り込み、令和２７年には約１万７千人まで減少することが推

測されています。 

１０年後の令和１２年には２万６千人を割り込み、令和２２年には約２万１千人まで減少

することが推測されています。 

P5/ 

L2 

産業別の就業者数は平成７年以降減少傾向にあり、令和２年の産業就業別人口比率は、第１

次産業は５．２％、第２次産業は２９.０％、第３次産業は６５.７％となっており

産業別の就業者数は、平成７年以降すべての産業において減少傾向にありますが、第１次産

業については、平成２２年から平成２７年までの５年間で８％微増し８９３人を示してい

ます。 

平成２７年の産業就業別人口比率は、第１次産業は５.３％、第２次産業は２９.１％、第３

次産業は６５.７％となっており

P7/ 

上段 
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P7/ 

下段 

P9/ 

L13 

イ．財政の状況 

本市は、これまで行財政改革の推進による歳出の抑制や地方債残高の縮減に努めてきまし

た。その結果、財政の健全性を示す実質公債費比率は、平成２７年度の１２．７％をピーク

に改善傾向にあり、令和６年度は１０．７％となっています。また、将来負担比率も、平成

２２年度の７０．２％から大幅に減少し、令和６年度は比率が算定されない状況です。地方

債現在高（借入金残高）も、平成２２年度の２６４．３億円から令和６年度の２１８．６億

円へと減少傾向で推移しており、財政の健全性は一定程度確保されています。さらに、令和

７年度からは将来世代への負担を軽減するため、市債発行上限枠（４年間で６０億円）を定

めて発行し、更なる財政健全化を図ることとしています。 

しかしながら、自主財源の確保が課題であり、財政基盤の豊かさを示す財政力指数は、平

成２２年度の０．４２１から令和６年度には０．３４０へと低下傾向にあり、地方交付税へ

の依存度が高い状況が続いています。また、社会保障関連経費などの義務的経費は依然とし

イ．財政の状況 

国の月例経済報告（令和３年４月）によると、経済の基調判断は、「新型コロナウイルス

感染症の影響により依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているもの

の、一部で弱さが見られる」との見方が示されています。しかし、本市においては基幹産業

である観光産業が大きな打撃を受け、個人消費の伸び悩み、企業収益と設備投資の減少が顕

著であり、景気が回復基調になっているとは言えず、少子高齢化・過疎化の進行もあいまっ

て、財政を取り巻く環境は依然、非常に厳しいものとなっています。 

 市の収入の根幹である市税は、税制改革や景気の動向に左右されます。ここ数年の本市の

市税の推移は、平成１９年度、２０年度の５２億円を境に減少に転じ、令和２年度には４３

億円台と著しい減少傾向が見られます。今後の税収は、さらなる納税者の減少等の要因によ

り、国・地方とも減少が予想され、それは下呂市においても例外ではありません。 

 普通交付税は、合併特例により旧５町村の合算額で交付されてきましたが、平成２６年度
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て高い水準で推移しており、財政構造の硬直化を示す経常収支比率は、平成２２年度の８２．

９％から令和６年度には９２．０％へと上昇傾向にあります。さらに、今後も人口減少や高

齢化の進展に伴い、市税収入の伸び悩みや扶助費の増加など、財政状況は厳しさを増すこと

が想定されます。 

このような状況下で地域の持続的発展を図るため、引き続き行財政改革を推進し、歳入の

安定的な確保と歳出の適正化による健全な財政基盤の構築を図るとともに、本計画に掲げる

事業の推進にあたっては、過疎対策事業債をはじめとする特定財源を最大限に活用し、効率

的かつ効果的な財政運営に努めます。

からの５年間で段階的に縮減され、令和元年度には一本算定となり、縮減前の平成２５年度

と比較して約８．９億円減少しています。 

平成３０年度に政府によって閣議決定された「新経済・財政再生計画」を含む「経済財政運

営と改革の基本方針２０１８」では、令和７年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒

字化を目指すことが掲げられ、その実現に向けて、地方交付税等の財源となる地方一般財源

総額を確保していくことなどが掲げられているものの、一方で、令和２年１２月に閣議決定

された「令和３年度予算編成の基本方針」においては、「新経済・財政再生計画」に沿った

予算編成を行うと同時に、地方も国の取組みと基調を合わせた徹底した行財政の見直しを

進めることとされています。 

 こうした政府の動きも踏まえると、今後も地方にとって厳しい財政状況が続いていくこ

とは間違いなく、市としては引き続き、限られた財源のなかで、さらなる事業の選択、集

中、効率化を行いながら、可能な限りの健全な財政運営に努めることが必要です。 



5 

P10/ 

上段 

P10/ 

L30 

令和６年度末の市道の改良率は６２．４％、舗装率は９０．３％、水道普及率は９９．４％

と高い割合を示しています。 

令和元年度末の市道の改良率は６２．３％、舗装率は９０．２％、水道普及率は９９．３％

と高い割合を示しています。 

P11, 

12/ 

全部 
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P13/ 

L2 

令和２年には３０，４２８人にまで減少し 平成２７年には３３，５８５人にまで減少し 

P13/ 

L24 

令和２年の人口は、平成２７年時点の推計では３１，０５０人であったのに対し、先述のと

おり、実際は３０，４２８人となり、想定を上回るペースで人口減少は進んでいます。人口

推計によると今後も毎年減少し続け、令和１７年には２万２千人を割り込み、令和２７年に

は約１万７千人まで減少すると予想されています。 

平成２７年の人口は、平成２５年時点の推計では３４，１７９人であったのに対し、先述の

とおり、実際は３３，５８５人となり、想定を上回るペースで人口減少は進んでいます。人

口推計によると今後も毎年減少し続け、令和１２年には約２万６千人、令和２２年には約２

万１千人になると予想されています。 

P13/ 

L31 

また、本市は市の将来像として「ぬくもり つながり わくわく下呂市」を目指しており、

その将来像を実現するためのまちづくりの理念として、「未来につなぐ ふるさとづくり」

を掲げています。長期的な観点で、ずっと住みたい、もっと訪れたいと思える魅力あるまち

づくりを進めていくためには、市民一人ひとりがともに考え、ともに行動することで、地域

課題の解決と市民のウェルビーイングを追求し、持続可能な豊かさを築き上げる協働のしく

みが必要です。 

また、本市は市の将来像として「もっと住みたい 訪れたい みんなのふるさと わくわく下

呂市」を目指しており、その将来像を実現するための基本理念として、「住民の参画と協働

による『ふるさと磨き』」を掲げています。長期的な観点で、もっと住みたい、訪れたいと

思える魅力あるまちづくりを進めていくためには、市民が市政に参加する機会を増やし、身

近な課題はできるだけ近いところで市民が主体的に考え、解決していくための持続可能な

しくみが必要です。 

P14/ こうした課題・方針を踏まえ、令和６年度に策定した市の最上位計画である「下呂市第三次 こうした課題・方針を踏まえ、今後も引き続き、平成２６年度に策定した市の最上位計画で



8 

L8 総合計画」に基づいたまちづくりのための施策を総合的に推進していく必要がありますが、

直面する人口減少の克服に向けて、重点的・優先的に取り組む必要があることから、総合計

画と総合戦略の一体化を図り、総合的かつ効率的に推進していくため、令和６年度に「第３

期下呂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。

ある「下呂市第二次総合計画」に基づいたまちづくりのための施策を総合的に推進していく

必要がありますが、「総合計画」において特に重点的なプロジェクトと位置づけた３つのプ

ロジェクトのうち、「人口減少対策プロジェクト」と「地域づくりのしくみプロジェクト」

を一層推進していくため、下呂市では、令和２年度に「第２期下呂市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定しました。

P14/ 

L19 

総合計画及び総合戦略では、下呂市が一丸となって分野横断的に取り組む施策として、３つ

の重点プロジェクトを展開していくこととしています。すなわち、「１ 人口減少対策プロジ

ェクト」：本市の最大の課題である人口減少を食い止めるため、出生数の増加や転入の促進、

転出の抑制を目的とする施策に集中的かつ効果的に取り組むこと 、「２ まちづくりプロジ

ェクト」：誰もが笑顔で安心して暮らし続けられるよう、地域活動の維持、社会基盤の整備、

地域を支える人材の育成など、持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを進めること 、

「３ 行財政改革プロジェクト」：将来を見据えた健全な財政運営と、公共施設の再配置・適

正化を図り、効率的な行政組織を目指すこと、の３つの視点です。

実際に「総合戦略」では、市を挙げて立ち向かうべき人口減少への対策として、３つの視点

で施策を展開していくこととしています。すなわち、「１ 出生数の増加：本市の人口減少の

大きな要因のひとつである、死亡が出生を上回る「自然減」の状態から抜け出すために、生

まれる子どもたちの数（出生数）と合計特殊出生率の上昇を促す必要があること」、「２ 転

入の促進と転出の抑制：もうひとつの大きな要因である、市外への転出数が市への転入数よ

りも上回る「社会減」の状態から抜け出すために、Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどで本市に転入する

人口を増やし、逆に市外への転出人口を抑制する必要があること」、「３ まちづくり：この

ような「自然減」、「社会減」を食い止めるため、本市で暮らす誰もが笑顔で安心して暮らせ

る住みやすさや将来への安心感が不可欠であり、特に次世代を担う若者や子どもたちが夢

や希望を持ち、生涯にわたって下呂市をふるさととして暮らしつづけられるまちにしてい

く「まちづくり」が何よりも必要であること」の３つの視点です。

P14/ 

L28 

こうした３つの視点に基づき、総合計画及び総合戦略では、地方創生の取組みを市が「持続

可能なまちづくり」へシフトする契機と捉え直し、８つの基本目標を設け、その実現に向け

た各種の施策を展開していくこととしています。 

総合計画及び総合戦略と、本計画の目的の同方向性を踏まえて、本計画では、まちの将来

像「ぬくもり つながり わくわく下呂市」をめざし、以下のとおり、総合計画及び総合計

画における８つの基本目標を地域の持続的発展の基本方針と位置付け、これに基づいた取組

みを推進していくこととします。 

こうした３つの視点に基づき、「総合戦略」では、地方創生の取組みを市が「持続可能なま

ちづくり」へシフトする契機と捉え直し、４つの基本目標を設け、その実現に向けた各種の

施策を展開していくこととしています。 

こうした「総合戦略」と、本計画の目的の同方向性を踏まえて、本計画では、まちの将来

像「もっと住みたい 訪れたい みんなのふるさと わくわく下呂市」をめざし、以下のと

おり、「総合戦略」における４つの基本目標を地域の持続的発展の基本方針と位置付け、こ

れに基づいた取組みを推進していくこととします。 

P15/ 

L1 

○基本方針１ 「心豊かで健康に暮らせるまちづくり」 

医療・福祉の充実と地域での支え合いを進め、高齢者や子育て世代への支援を通じて、誰も

が心身ともに健やかに、安心して暮らせるまちを目指す。 

○基本方針２ 「自然環境を守るまちづくり」 

豊かな自然・水質を保全し、ゼロカーボンシティを推進する。また、公害防止やごみ処理施

○基本方針１ 「しごとを守り、しごとをつくる」 

（地域産業を振興するとともに、安心して働ける環境をつくります） 

①地元企業の生産性を高めることで今ある企業の活力を維持するとともに、

本市の主要産業である観光産業を基軸として効果的に域外から稼ぎ、効率的に循環させる

地域経済構造を構築します。 

②多様化する価値観やライフスタイル・ワークスタイルを踏まえ、誰でも力を発揮できる就
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設の管理運営、資源化の促進を通じて、持続可能な循環型社会の形成を目指す。 

○基本方針３ 「人と文化を育むまちづくり」 

教育、生涯学習、子育て支援を通じてふるさとを誇る人材を育成する。歴史・文化の継承と

活用を図り、誰もが親しめるスポーツ環境を整備することで、心豊かで活力ある地域社会を

育む。 

○基本方針４ 「みんなで地域づくりに取り組むまちづくり」 

地域運営組織の設置や市民活動支援により、支え合いと協働の地域づくりを推進する。多様

性を認め合い、誰もが快適に暮らせる環境を整備し、移住・定住の促進や関係人口の創出を

図る。 

○基本方針５ 「安心安全に暮らせるまちづくり」 

地域防災力と消防体制を強化し、災害に強いまちを築く。住民参加による被害の最小化を図

り、救急体制の充実と交通安全・地域防犯活動の支援を通じて、誰もが安全に暮らせる環境

を整備する。 

○基本方針６ 「暮らしを支える生活基盤が整ったまちづくり」 

安全で利用しやすい道路網、上下水道、公共交通体系、公園等の整備と維持管理を進める。

居住環境の整備により空き家対策や交通空白地域の解消に取り組み、快適で安心な暮らしの

基盤を整える。 

○基本方針７ 「行財政運営が市民に信頼されるまちづくり」 

人材育成・組織強化による行政サービスの向上を図る。公共施設の効率化、財政の健全化、

自主財源の確保により安定運営を確立し、デジタル技術の活用を通じて市民に信頼される行

財政運営を目指す。 

○基本方針８ 「賑わいを生む産業が盛んなまちづくり」 

農林業の活性化、観光の魅力アップと誘客促進、商業者の創業・経営支援を重点的に行う。

業環境を目指します。 

③特に女性の東京圏への転出超過が高い傾向にあることから、下呂市まち・ひと・しごと情

報交流施設を核として、創業支援や情報発信など新たな「しごと」を生み出すことに挑戦し

ます。 

○基本方針２ 「下呂市に呼びこむ」 

（魅力を伝え、新しいひとの流れをつくります） 

①本市への移住を直接促進する施策にとどまらず、将来的な移住にもつながるよう、特定の

地域に継続的に多様な形で関わる関係人口の創出・拡大に取り組みます。 

②企業や個人の寄附・投資により、下呂市の取組への積極的関与を働きかけることで、本市

への資金の流れの創出・拡大を図ります。 

③本市にとって重要な観光を強化するための課題解決に取り組み、「滞在型観光地」として

国内外からの誘客に努めます。 

○基本方針３ 「若い世代の「未来」を応援する」 

（結婚・出産・子育ての「希望」をかなえます） 

①地域や企業などが社会全体として、男女ともに下呂市で結婚、子育て、仕事をしやすい環

境整備が行われるよう切れ目ない支援と、生活基盤を整えます。 

②結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立に係る支援制度等の活用促進に加え、結

婚希望をかなえる取組、子育てサポート体制などの少子化対策の取組みを一層推進します。 

③社会教育主事を中心とした、子どもたちの地域行事への参画や、自己有用感の醸成によ

り、下呂市の未来を担う子どもたちの郷土を愛する心を育みます。 

○基本方針４ 「まちを育て、まちをつなぐ」 

（安心して暮らせる「まち」にします） 

①誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、地域課題

の解決に向け、地域住民自らが主体的に取組む「地域づくり」を支援します。 

②健康で快適な生活を送ることができる持続可能な下呂市の実現に向け、本市の実情に応

じた疾病予防や健康づくりの推進、医療・福祉サービス等の機能と防災、減災や交通安全の
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地域資源、技術、人材を連携させ、多様な産業が協働することで、地域全体に持続的な賑わ

いと活力を生み出す。

確保を図ります。 

③本市の実情に合った形での未来技術の実装に向け、５Ｇなどの情報通信基盤の整備促進

の積極的な働きかけや、地域におけるＳｏｃｉｅｔｙ５．０の推進に取り組みます。

P16/ 

L30 

人口減少対策プロジェクト 

目 標 ２０２４年 ２０３０年 

若い世代を増やす（高齢化率） ４１．１％ ４５．８％ 

転入・転出の差を無くす（社会増減率） ▲１４５人 ▲９１人 

子どもの数を増やす（合計特殊出生率） １．２７ １．８０ 

下呂市の人口 ２９，２０２人 ２４，３６７人 

令和３年度から令和７年度までの人口の 

自然増減数を ▲１，７８９人 

社会増減数を ▲  ４３６人  までに留め、 

令和７年度末における市の総人口として、 

２８，８６５人以上を維持します（令和３年度当初の総人口：３１,０９０人）

P17/ 

L2 

本計画は、総合計画及び総合戦略と深い関係性を持ち 本計画は、「総合戦略」と深い関係性を持ち 

P17/ 

L8 

本計画の計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 本計画の計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。 

P18/ 

L8 

本市では、平成２６年より地域おこし協力隊の採用を開始しています。受入地域・団体か

らの要請により、目的を明確にしたミッション型の業務とすることで採用者を絞り込み、退

任後の定住、起業につながるよう試行錯誤を繰り返してきました。その結果、任期を終えた

１５名の内１２名（定住率８０％）が市内に定住しており、これは、全国平均の６８．９％

（令和６年度・総務省調べ・同一市町村内に定住した割合）を大きく上回ります。地域おこ

し協力隊が、地域資源を活用し、これまでにない新しいアイデアを駆使して、地域の方々と

ともに事業に取り組むことから、地域に大きな影響を与えていることは言うまでもありませ

んが、彼らが任期後も同一地域に定住し、事業を継続することで、地域に更なる自信と活力

を与えることとなります。 

 移住者の定住事例がみられる一方で、人口減少の加速には歯止めがかかっておらず、農業

分野に限らず、地域の課題は多方面で深刻化していくことが予測されます。ここで大切なの

は、１０年後、２０年後の人口予測を見て減少を嘆くことではなく、人口減少に起因する課

題をきちんと整理して対策を打つことです。そのためのツールとして、移住・定住施策を含

む関係人口の拡がりが、極めて重要な役割を果たすことになります。 

ひとつの事例として、内閣府が２０２３年８月に三大都市圏の居住者などを対象に実施した

「地域との関わりについての意識調査」によると、特定の地域へ訪問や貢献を行う「関係人

本市では、平成 24年度よりアグリチャレンジサポート事業を実施し、専業農家の後継者

対策として主に新規就農者の確保に取り組んできました。同事業では累計 42名の新規就農

者を確保しており、その内、市外からの就農者は 17 名で 40％を超えています。下呂市で

は、２年間の研修期間を経て就農しますが、現在の研修生は６名、その内５名が首都圏を中

心とした県外からの移住者です。都市部にいる潜在的な農業志向者に対して、適切な情報発

信ときめ細かな支援を行った結果、新規就農者の増加につながっています。移住者が市内農

村地域で衰退感の強い１次産業に取り組む姿は、地域に大きな影響を与えています。 

農業以外の分野に目を向けると、本市では、平成 26年より地域おこし協力隊の採用を開始

しています。受入地域・団体からの要請により、目的を明確にしたミッション型の業務とす

ることで採用者を絞り込み、退任後の定住、起業につながるよう試行錯誤を繰り返してきま

した。その結果、任期を終えた 10名の内８名（定住率 80％）が市内に定住しており、これ

は、全国平均の 50.8％（令和元年度・総務省調べ・同一市町村内に定住した割合）を大き

く上回ります。地域おこし協力隊が、地域資源を活用し、これまでにない新しいアイデアを

駆使して、地域の方々とともに事業に取り組むことから、地域に大きな影響を与えているこ

とは言うまでもありませんが、彼らが任期後も同一地域に定住し、事業を継続することで、

地域に更なる自信と活力を与えることとなります。 
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口」に該当する人は１２．４%でした。また、関係人口の人が地域との関わりを深めるきっか

けとして重視する要素は、「その地域ならではの体験ができること（４０．９％）」が最も多

く、次いで「自分のスキル・経験が活かせること（３０．８％）」、「地域の人々と交流できる

こと（２８．７％）」が続いています。さらに、現在関係人口である人のうち、関わりのある

地域への移住を検討している人の割合は２５．０%となっています。 

人口減少、少子高齢化が進む中でより影響力のある人材を地域に招き入れ、定住につなげる

ためには、刻々と変化するローカル志向のニーズを的確に把握しなければなりません。また、

そうした方たちを地域に招き入れ、関係性を構築していくためには、地域が自ら地域の課題

を把握し、関係人口を受け入れる体制を整えていかなければ、定住に結び付けることは困難

です。

 移住者の定住事例がみられる一方で、人口減少の加速には歯止めがかかっておらず、農業

分野に限らず、地域の課題は多方面で深刻化していくことが予測されます。ここで大切なの

は、10年後、20年後の人口予測を見て減少を嘆くことではなく、人口減少に起因する課題

をきちんと整理して対策を打つことです。そのためのツールとして、移住・定住施策を含む

関係人口の拡がりが、極めて重要な役割を果たすことになります。 

 ひとつの事例として、2019 年に国土交通省が、三大都市圏の 18歳以上の居住者約３万人

を対象にアンケート調査を実施した結果、約 23％が関係人口であるという結果でした。関

係する地域や関わり方は様々ですが、地域と関係性を深めていくために必要な要素として、

「地域とつながれる場所の確保（35.6％）、「価値観の合う仲間（28.2％）」、「自分の能力や

経験を活かせる機会（27.8％）」を選択しています。また、関係する地域を移住先として考

えている方は 50％を超えています。 

 頻発する大規模な災害や新型コロナウイルス感染症等が常態化・深刻化するなかで、より

影響力のある人材を地域に招き入れ、定住につなげるためには、刻々と変化するローカル志

向のニーズを的確に把握しなければなりません。また、そうした方たちを地域に招き入れ、

関係性を構築していくためには、地域が自ら地域の課題を把握し、関係人口を受け入れる体

制を整えていかなければ、定住に結び付けることは困難です。

P19/ 

L4 

②地域間交流 

本市では、これまで木曽川上流の水源地として、下流域の自治体を中心に森林保全に関わ

る市民交流、物販・観光ＰＲのためのイベントへの参加、関係自治体職員との合同研修を行

うなどし、相互理解を深めてきました。商業ベースでは、イベントでの物販販売にとどまら

ず、ビジネスマッチングフェア等商談会への参加を企画するなど、発展的な取組みがみられ

ます。 

 今後は、森林保全における水源地の担い手不足や、頻発する豪雨災害による森林環境への

影響など、森林保全においては山村体験など新たなステージに対応した交流の在り方が求め

られています。

②人材育成 

本市では、各振興事務所を地域づくりの拠点と位置づけ、職員兼務による地域力向上支援

員を配置して、地域に密着した支援活動や新たな地域の仕組みづくり、ニーズ把握に取り組

んできました。また、市内３地域において、人口減少等に起因する自治会機能の低下や、地

域における新たな課題解決の担い手として地域運営組織（プロジェクト）の設立支援に取り

組んだ結果、同組織の積極的な活動が展開されています。 

 しかしながら、振興事務所や地域力向上支援員は地域限定、固有の課題把握に努めていま

すが、その課題の具体的な解決策は、地域や市役所関係部局とともに取り組むべきであり、

その連携は十分とはいえない現状です。また、地域運営組織においては、地域おこし協力隊

等の外部人材の参画はあるものの、固定化されたメンバーによる前年事業の踏襲や、自立し

継続的な活動に発展していくための自主財源の確保など、課題が多く残っています。

P19/ 

L14 

③人材育成 

本市では、各振興事務所を地域づくりの拠点と位置づけ、地域に密着した支援活動や新た

③交流・連携 

当市では、これまで木曽川上流の水源地として、下流域の自治体と森林保全に関わる市民
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な地域の仕組みづくり、ニーズ把握に取り組んできました。また、市内４地域（菅田、東、

馬瀬、上原）において、人口減少等に起因する自治会機能の低下や、地域における新たな課

題解決の担い手として地域運営組織の設立支援に取り組んでいます。 

 今後、他地域へどのように展開していくのか、また地域運営組織の担う役割と行政の担う

役割をどうバランスを取るのかが課題として挙げられます。

交流や物販・観光ＰＲのためのイベントへの参加、関係自治体職員との合同研修を行うなど

し、相互理解を深めてきました。 

 商業ベースでは、イベントでの物販販売にとどまらず、ビジネスマッチングフェア等商談

会への参加を企画するなど、発展的な取組みがみられます。 

 今後は、森林保全における水源地の担い手不足や、頻発する豪雨災害による森林環境への

影響など、森林保全においては新たなステージに対応した交流の在り方が求められていま

す。

P20 

/L1 

②地域間交流 

■友好自治体との交流を継続して、本市の歴史文化、産業等の情報発信を行い、交流人口の

増加や地域活性化につなげていきます 

■森林保全における諸課題を整理し、情報発信することで、新たな関係性の構築や課題解決

に向けた取組みを促進します 

■下流域自治体を中心に下呂市での山村体験などのメニューを開発し交流を広げます 

②人材育成 

■持続可能な〝地域づくり〟職員研修を開催します 

■下呂市版ふるさとワーキングホリデーの活動を通じ、企業の採用担当者等が都市部の学

生、若年層の求職ニーズを把握します 

■地域おこし協力隊等、地域志向の強い移住者と地域のマッチングを図ります 

■大学連携による現地調査・課題解決型学習・地域志向型学習を推進します 

P20/ 

L8 

③人材育成 

■下呂市版ふるさとワーキングホリデーの活動を通じ、企業の採用担当者等が都市部の学

生、若年層の求職ニーズを把握します 

■地域おこし協力隊等、地域志向の強い移住者と地域のマッチングを図ります 

■大学連携による現地調査・課題解決型学習・地域志向型学習を推進します 

③連携・交流 

■友好自治体との交流を継続して、本市の歴史文化、産業等の情報発信を行い、交流人口の

増加や地域活性化につなげていきます。 

■森林保全における諸課題を整理し、情報発信することで、新たな関係性の構築や課題解決

に向けた取組みを促進します。 
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P20/ 

L14 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 

備

考  

１ 移住・定

住・地域間交

流、人材育成 

（１） 移住・定住       

（着） （着）   

地域おこし協力隊事業 

地域おこし協力隊事業に係る経費 
下呂市   

（２）地域間交流 

地域間交流・地域連携事業 

木曽三川流域自治体連携会議や、名古屋

市をはじめとする下流域自治体との連携に

よる水源地の保全に向けた取り組みに係る

経費 

下呂市   

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施

策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

１ 移住・定住・

地域間交流、

人材育成 

（１） 移住・定住       

（略） （略）   

地域おこし協力隊事業 

地域おこし協力隊事業に係る経費（下呂地

区 1名・馬瀬地区 2名）

下呂市   

下呂温泉地域おこし協力隊事業 

下呂温泉エリア内における地域おこし協力

隊事業に係る経費 

下呂市 

（２）地域間交流 

地域間交流・地域連携事業 

木曽三川流域自治体連携会議や、名古屋

市をはじめとする下流域自治体との連携に

よる水源地の保全に向けた取組みに係る経

費 

下呂市   

（４）過疎地域持続的発

展特別事業 

人材育成 集落ネットワーク圏形成支援事業 

金山町東地域における地域運営組織が行う

生活支援の取組みや「なりわい」を創出する

活動に対する助成 

下呂市 

P22/ 

L13 

令和２年から新型コロナウイルスが蔓延し、観光産業には大きな逆風となりました。令和

元年度まで好調だったインバウンド観光客も皆無となり、年間の宿泊者数も半減（令和２～

令和３年度）しました。こうした状況でもＤＭＯが中心となりデータ分析による的確なプロ

モーションを行い、令和４年度には年間宿泊者数がコロナ前に比較して約９割まで回復しま

した。また、その間に着地型観光商品、各種体験プログラムを網羅したサイト「下呂温泉郷

＋（プラス）」の立ち上げや、農林水産省の補助事業による農泊事業等、下呂温泉を中心に集

客しながら周辺地域へ波及させるという仕組みが構築されつつあります。コロナ後は旅行ス

タイルが団体旅行から個人旅行へ大きくシフトしており、それに伴い宿泊旅行の誘致策がＯ

ＴＡ（オンライントラベルエージェント）頼みになっているのも否めません。しかしながら

持続性のある観光地に向け、平準化やリスク分散を念頭に、ＤＭＯを中心とした幅広い観光

これまでも災害等で集客に大きな影響を受けてきましたが、特に新型コロナウイルス感

染症の影響は甚大で、令和２年度の下呂温泉宿泊者数は 512,498 人、前年比▲50.61％と強

烈な打撃を受けました。新たな感染症の蔓延に端を発したパラダイムシフトにより、観光地

の受入体制やプロモーション戦略を根本的に見直すことを迫られています。また、新たな誘

客対応、ブランド形成や情報発信への取組みも必要となります。例えば、自然体験やアウト

ドアへの関心の高まりや、テレワークによるワーケーション誘致の可能性、マイクロツーリ

ズム、サスティナブルツーリズムなどです。 

ポストコロナ期の観光誘客に向け、安心・安全な観光地づくりと、効果的なプロモーショ

ン活動を行いながら、今まで取り組んできた事業を検証し、経済・社会の動向を探り、それ

に沿った見直しをしていくことが課題となっています。 
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誘致を行っています。また、令和７年度から徴収を開始した宿泊税等の観光財源を確保し、

観光客が温泉街等で安全・安心・快適に過ごせるような受入環境の整備に着手しています。 

今後の課題としては、観光消費額や経済波及効果の算出や公表を行い、観光施策・事業の

効果検証の手法を確立することです。そうした取り組みにより、市民の観光理解を深めてい

く必要があり、下呂市第三次総合計画の基本計画においては「観光消費が向上し、地域経済

が活性化しています」を２０４０年に向けた目指す未来の姿として掲げています。市民・来

訪者の双方にとって居心地のよい魅力ある地域であり続けられるよう、観光まちづくりの推

進によるにぎわいの創出や、市民が市内の観光資源に興味関心を持つような事業展開が必要

です。同時に、持続可能な誘客対策事業を展開するために、各地域における観光地づくりは、

令和６年度に策定した「第４期下呂市観光計画」に基づき、事業の選択と集中を図りながら

戦略的に取り組んでいく必要があります。

 市民・来訪者の双方にとって居心地のよい魅力ある地域であり続けられるよう、観光交流

センターの整備等、観光地としてのにぎわいの創出や、市民が市内の観光資源に興味関心を

持つような事業展開が必要です。同時に、持続可能な誘客対策事業を展開するために、各地

域における観光地づくりは、令和元年度に策定した「第３期下呂市観光計画」に基づき、事

業の選択と集中を図りながら戦略的に取り組んでいく必要があります。

P23/ 

L7 

本市の商業は、消費者ニーズの多様化や生活圏の変化により厳しい状況が続いており、エ

ネルギー価格・物価の高騰がさらなる追い打ちをかけています。特に中心市街地や商店街で

は、経営者の高齢化と後継者不足、空き店舗の増加による街の空洞化が進行し、かつての賑

わいが失われつつあることから、効果的な産業振興策が急務となっています。また、工業に

おいても、生産年齢人口の急激な減少に伴う労働力不足が深刻な課題となっており、既存事

業の継続や円滑な技術継承、若者が地元に定着できる魅力ある職場環境の整備が強く求めら

れています。 

こうした状況に対応するため、デジタル技術やスマート技術の導入支援を積極的に行い、

時代の変化を新たな挑戦と捉える攻めの経営を後押しすることで、空き店舗等を活用した創

業支援や関係人口の創出に取り組み、新たなビジネスが芽吹く持続可能な環境整備が必要と

なっています。 

これらを踏まえ、第三次総合計画の基本目標である「賑わいを生む産業が盛んなまち」を

実現するため、今後は「下呂市中小企業・小規模企業振興基本条例」を指針として、商工会

等と連携した経営体質の強化や後継者育成を支援するとともに、地元高校等への就職者奨励

金の交付といった雇用環境の整備など、多様な主体が連携した魅力ある商店街の再生・整備

を促進します。 

商店街の活性化や賑わいの創出に向けては、国・県の助成制度や融資制度を戦略的に活用

するとともに、市独自の補助金制度の周知徹底を図り、地元経済の底上げを図ります。

本市における商業は、従前より、消費者ニーズの多様化等により低迷状態にありました

が、感染症の拡大以降は、消費低迷が追い打ちをかけ、さらに厳しい状況に陥っています。 

さらに、中心市街地や商店街では、郊外型店舗拡大の影響や経営者の高齢化・後継者不足に

より店舗数が減少し、街の衰退・空洞化が深刻化しています。また、工業においても、慢性

的な人手不足で雇用の確保自体が困難となっており、既存事業の維持継続が大きな課題と

なっています。 

 こうした状況を踏まえ、今後は商工会等と連携しながら、経営意欲の高揚や経営体質の強

化、後継者の育成、地域に密着したサービスの向上等を促進していくとともに、市民や事業

者の連携により魅力ある商店街の再生整備について検討を進めていく必要があります。 

 また、商店街の活性化やにぎわい創出に向けて、国や県の有効な助成制度、融資制度が今

まで以上に望まれていることから、県と市が連携した補助金制度の確立や周知、現在ある空

き店舗活用のための補助金のより一層の有効活用が必要です。 

 現在行っている企業訪問や景況調査を通して、融資制度の需要やその他の商工業者の要

望などを的確にとらえ、事業に反映させていく必要があります。
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P23 

/L28 

本市の有効求人倍率は、コロナ禍以降の社会情勢により、令和元年度の平均２．６４倍か

ら令和７年７月時点では１．２１倍へと推移しています。企業の求人需要の減退は、本市の

産業活力に直結する課題であり、雇用の安定に向けた対策が不可欠となっています。また、

働き手となる若い世代、特に２０代から３０代の女性の都市部への転出超過による人手不足

が深刻な問題となっています。市では平成３０年度に下呂市まち・ひと・しごと情報交流施

設「下呂オーガニックワークプレイス」を設置し、女性の就業支援や多様な働き方を推進す

る取組みを進めてきましたが、既存事業の維持継続や活力低下を食い止めるための抜本的な

支援が求められています。 

こうした状況を踏まえ、ハローワーク高山と連携した相談体制の充実や、オンラインを含

めた合同企業説明会の開催により、市内企業の魅力を広く発信し雇用につなげるとともに、

地元高校生等の市内就職を促す奨励金の交付や、再就職に向けた資格取得・人材育成への助

成など、多様なライフスタイルに対応した誰もが力を発揮できる職場環境の整備を推進しま

す。 

地域産業の活性化に向けては、生産性向上を図るためのデジタル技術の導入支援や、事業

所の新設・増設に伴う雇用創出への支援制度のほか、起業・創業セミナーの開催による機運

醸成、空き店舗等を活用した創業支援や企業誘致、さらにはビジネス拠点となる用地の斡旋

など、多角的な支援体制を構築します。 

近年増加している外国人労働者については、雇用の維持に不可欠な存在である一方、言語

や文化の壁を乗り越えるための取組みが求められており、多様な人材が活躍できる職場づく

りの推進を図ります。

令和元年度までは日本経済の緩やかな回復による企業業績の改善が進み、本市を取り巻

く雇用環境は徐々に改善されつつありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により

状況は一変し、本市の有効求人倍率は令和元年度の２．８４をピークに、それ以降は減少を

続け、令和３年３月時点では１．８１にまで落ち込んでいます。 

また、働き手となる若い世代の都市部への流出による人手不足も深刻な問題となっていま

す。特に、女性の首都圏への転出超過が高い傾向にあることから、市では平成 30年度に下

呂市まち・ひと・しごと情報交流施設「下呂市オーガニックワークプレイス」を設置し、当

該施設を核として女性に対する創業支援や就業に関する情報発信を進めてきました。しか

しながら、人手不足は慢性化し、さらに設備投資も伸び悩み、結果として企業収益の増加に

繋がらず活力の低下が問題となっています。 

 そこで、高山ハローワークと連携した「就職ガイダンス」の開催や下呂市地域職業相談室

の充実を図ることで、市内にある企業の魅力を幅広い方々に知ってもらう機会を創出し雇

用につなげていく必要があります。また、再就職に向けた資格取得や住居の確保、人材育成

に対する支援、地元新卒者など若年者の市内企業への就職支援対策、多様化する価値観やラ

イフスタイル・ワークスタイルを踏まえ、誰でも力を発揮できる職場環境づくりに取り組む

ことが重要となっています。 

 さらに、地域産業の振興対策として、市内企業の生産性を高め、今ある企業の活力を維持

するために、市内にある事業所の新設や増設に対する支援と、それに伴う雇用増加に向けた

支援制度も望まれています。 

また、新規創業を目指す方に向けたセミナーの開催など、創業に関する普及啓発や機運醸成

に向けた支援、空き店舗の解消や街の賑わい創出につなぐ取組みなどの企業誘致や立地に

向けた用地の斡旋などの支援体制の整備も検討していく必要があります。

P23/ 

L19 

県と市が連携した補助金制度の確立や周知、現在ある空き店舗活用のための補助金により一

層の有効活用が必要です。 

県と市が連携した補助金制度の確立や周知、現在ある空き店舗活用のための補助金のより

一層の有効活用が必要です。 

P23/ 

L24 

本市の有効求人倍率は、令和元年度の平均２．６４から新型コロナウイルス感染症の影響

により減少し、令和６年度には１．５３、令和７年７月時点では１．２１にまで落ち込みま

した。

令和元年度までは日本経済の緩やかな回復による企業業績の改善が進み、本市を取り巻

く雇用環境は徐々に改善されつつありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により

状況は一変し、本市の有効求人倍率は令和元年度の２．８４をピークに、それ以降は減少を

続け、令和３年３月時点では１．８１にまで落ち込んでいます。

P23/ 女性による就業支援や多様な働き方を推進する取組みを進めてきました。しかしながら、小 当該施設を核として女性に対する創業支援や就業に関する情報発信を進めてきました。し
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L30 規模事業者の多くでは人手不足が慢性化し、 かしながら、人手不足は慢性化し、 

P23/ 

L33 

そこで、ハローワーク高山と連携した下呂市地域職業相談室の充実、下呂市合同企業説明会

やオンライン説明会の開催による地元高校生等への企業紹介を図ることで 

そこで、高山ハローワークと連携した「就職ガイダンス」の開催や下呂市地域職業相談室の

充実を図ることで 

P24/ 

L9 

近年増え続ける外国人労働者については、雇用問題の解決の一翼を担っている一方で、言語

や文化の壁を乗り越えるための取組みが求められており、地域との共存・共生についての協

議が必要となっています。

（なし） 

P24/ 

L13 

⑥情報通信 

本市では、人口の減少傾向が続いており、あらゆる産業において深刻な担い手不足に直面

しています。また、高齢化の進行に伴い、デジタル技術の活用が困難な住民が増加し、情報

格差（デジタルデバイド）が拡大しています。 

このような状況において、地域経済の活性化と持続可能な社会を構築するためには、デジ

タル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進が不可欠です。しかし、市内事業者におけ

るＡＩやＩｏＴなどの先端技術の導入は未だ十分に進んでおらず、生産性の向上や新たな事

業展開への対応が課題となっています。 

市内全域に整備されている有線テレビ施設などの情報通信基盤を活用し、産業の発展と市民

生活の利便性向上を図ることが期待されています。

⑥情報通信 

本市は右肩下がりで人口が減少し、あらゆる産業での担い手不足が顕著となっています。

また、高齢化が進行し、デジタル活用ができない住民が増え、益々デジタルデバイドが進ん

でいる状況にあります。このような状況にあって、誰一人取り残さない且つ人に優しいデジ

タル社会を実現するためには、全ての住民がデジタル活用を享受できることが肝要であり、

自治体の役割としてハードとソフト面で環境を整備していく必要があります。 

 本市では、市内全域を対象とした有線テレビ施設があり、これら情報通信基盤の利用を進

めることで、オンライン申請の拡充など日常生活における利便性の向上を図り、産業の発展

に寄与することが期待されています。

P25/ 

L17 

③観光 

■「下呂市ホスピタリティ都市宣言」が市民に浸透し行動できるように、観光施策の積極的

な発信により、市民の関心度・理解度を向上します 

■飛騨街道を中心とした歴史的資源の掘り起こしによる景観ルールの策定と景観整備促進・

にぎわいづくりを推進します 

■客観的データに基づいた高度なマーケティングを行い、効果的なプロモーションや観光地

マネジメントにつなげます 

■下呂市コンベンションビューローや各種イベント実施団体の活動を支援し、MICE による

誘客につなげます 

■観光施設の適切な管理による観光客の滞在環境の快適化、適切なサイン整備・観光 DX ツ

ールの導入等による観光客の利便性向上に努めます 

■エコツアー、農泊、ナイトエコノミー等の推進による多様な受け皿、観光商材の整備によ

り、観光 GDP の増加に努めます 

③観光 

■「ホスピタリティ都市宣言」が市民に浸透し行動できるように、市民向けツアー等  

の啓発事業を行います 

■将来にわたって、温泉文化や芸妓芸能等を継承するため、観光教育を推進します 

■観光資源の活用と保全のため、団体や人材を育成しつつ受入体制を強化し、着地型・体験

型のプログラムの充実を推進します 

■「滞在型観光地」を目指し、国内外からの誘客を図ります 

■データに基づく高度なマーケティングを行い、効果的なプロモーションにつなげま 

す 

■他自治体や鉄道事業者、旅行会社等との連携による旅行商品づくりに取り組みます 

■様々な媒体を活用した、的確でより効果的な情報発信を行います 

■市内の施設やコンベンション制度を生かした集客交流事業を誘致します 

■花火ミュージカル等のイベントを実施し、宿泊誘致を図ります 
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■国・県・近隣自治体・公民連携等のネットワーク強化を行い、下呂市単独では成しえない

都市部、海外等へ向けた効果的なプロモーション活動を実施します 

■リニア開通、アクセス整備等を見据えたハブ機能の強化、広域周遊ルートづくりに努めま

す 

■様々なステークホルダーと連携し、商工・農業・環境・教育等の横断的な推進体制を構築

しながら、観光による経済効果を波及させます 

■エシカル消費の呼び込みやインバウンド市場におけるサスティナブルなデスティネーシ

ョンとしての認知度向上を図り、持続可能な観光地づくりにつなげます 

■エコツーリズムの推進による観光資源の保全や観光人材の育成を図ります 

■地域資源の魅力の深堀りによる高付加価値化や富裕層向けの高単価商品の開発を行いま

す

■国や県、他の自治体等との連携による効率的な国外誘客事業を促進し、環境整備にも努め

ます 

■市のシンボルとなる施設の整備を目指します 

■街歩きを誘発する温泉街の街並み整備をします 

■自然環境の保全、景観の維持に努めます

P26/ 

L6 

④商工業 

■下呂市中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、すべての商工業者が参画できる施策

を推進します 

■融資制度の拡充と周知により、中小企業の資金繰りを支援します 

■国・県等の多様な補助金や融資制度について、市内商工会や金融機関と連携して情報提供

の体制を強化し、事業者に最適な制度の活用を促進します 

■専門家と連携した相談体制を構築し、経営課題に応じたきめ細かな支援を提供します 

■商店街の活性化に向け、関係機関と連携し、にぎわい創出のための拠点整備やイベントを

支援します 

■創業支援や空き店舗等活用補助金の活用を促進し、事業を営もうとする方を支援します 

■商工会等の関係団体が実施する事業者支援や地域活性化に資する活動に対し、補助金等を

交付し、その活動を強力に支援します 

■商工会等の関係団体と連携し、事業者への情報伝達を強化するため、ウェブサイトやＳＮ

Ｓ、セミナー等を活用した情報発信を行います

④商工業 

■市が所有する商業施設については、選択と集中により必要な施設を見直し、民間でできる

ことは完全移行し、すべての商工業者が同じ立場で施策に取り組む機運を高めます 

■中小企業に対し、運転資金及び簡易な設備資金を融資します 

■県融資制度や国、県の補助金を紹介します 

■事業者からの相談、申請受付等の窓口体制を整備します 

■既存の商店街、商工会等の関係機関と連携し、市の商業拠点の整備に取り組みます 

■空き店舗等を活用し、事業を営もうとする方を支援します 

■商工会等、関係団体への活性化補助金の交付を通じて、活動の支援を図ります 

■商工会等、関係団体へ国、県の助成制度等の積極的な広報・啓発を展開します 

■飛騨３市１村で構成する飛騨地域連携協議会の展開により、飛騨地域における産業・経済

の活性化などに努めます

P26/ 

L22 

⑤雇用・企業支援 

■下呂市中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく振興計画を策定し、企業支援策の指針

を明確にします 

■市ホームページやＳＮＳ等を通じて、国・県等の補助金や企業支援情報をタイムリーに発

⑤雇用・企業支援 

■国、県による補助金や企業支援などの情報を収集し、提供します



18 

信し、事業者の活用を促進します

P27/

L1 

⑥情報通信 

■ＡＩやＩｏＴ等の先端技術導入を支援し、市内事業者の業務効率化や生産性向上を図るた

め、相談機会を創出します 

■全市民への情報教育を充実させ、産業のＤＸを推進する専門的なデジタル人材の育成を図

り、デジタルインクルージョンを推進します 

■市内産業の競争力強化と新ビジネス創出のため、5Gなど高速通信網の整備を国や県、通信

事業者へ働きかけます

⑥情報通信 

■誰でもデジタル活用できるよう、情報教育の充実を図るとともに、専門的な知識や技術を

持ったデジタル人材の育成を図ります 

■本市の実情に合った形で、５Ｇなどの情報通信基盤の整備促進の積極的な働きかけを行

います 

■地域における Society5.0 の推進に取り組みます

P27/ 

L10 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度）

持続的発展

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

２ 産業の振 

興 
（１） 基幹整備       

農業 県営ため池防災対策事業 

（県営中山間地域総合整備事業の事業

計画箇所のうち対象となる地区の整備） 

（益田南部・南飛騨北部・益田北部) 用

水路整備、排水路整備 

岐阜県 

県営中山間地域総合整備事業(農業生

産基盤）（益田南部・南飛騨北部・益田北

部) 

区画整理、用水路整備、排水路整備 

岐阜県 

県営経営体育成基盤整備事業（羽根、菅

田西部、跡津・西上田、三ツ石・沓部、奥

田洞） 

区画整理、用水路整備、排水路整備 

岐阜県 

団体営土地改良事業 

(用排水路整備事業：萩原中央） 
下呂市 

団体営土地改良事業 

(用排水路整備事業：下沓部揚水機) 
下呂市 

県営かんがい排水事業 

(用排水路整備事業：連合、羽根、萩原中

央、小坂第二) 

岐阜県 

（５）企業誘致 

企業立地促進支援事業 

事業所等の新設・増設等の事業投資に

よる事業活動の支援 

下呂市  

（６）起業の促進 

空き店舗等活用事業助成費 

空き店舗等を活用して事業を営もうとす

る方に補助金を交付 

下呂市  

（９）観光又はレクリエー

ション 

しみずの湯維持補修費 

飛騨川温泉しみずの湯 

ヒートポンプ更新工事 ２台 

下呂市 

しみずの湯維持補修費 

飛騨川温泉しみずの湯 

空調更新工事 

下呂市 

事業計画（令和３年度～令和７年度）

持続的発展

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

２ 産業の

振興 
（１） 基幹整備       

農業 県営ため池防災対策事業 

益田南部 南飛騨北部 
岐阜県 

県営中山間地域総合整備事業(農業生産基

盤） 

（益田南部・南飛騨北部・益田北部) 

用水路整備、排水路整備、農地防災、農用

地の保全 

岐阜県 

県営経営体育成基盤整備事業 

（羽根、菅田西部、跡津、西上田、三ツ石） 

区画整理、用水路整備、排水路整備 

岐阜県 

県営小水力発電設備整備事業（川西北部） 
岐阜県 

県単かんがい排水事業(用排水路整備事

業) 
下呂市 

県単土地改良事業 

県単土地改良事業(調査設計業務) 
下呂市 

県営水利施設等保全高度化事業 

（萩原町川西北部） 
岐阜県 

林業 公共林道改良事業 

林道芦谷線改良工事 

L=200m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道水沢線改良工事（舗装） 

L=3,268m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道高天ヶ原線改良工事 

（排水施設工） L＝271ｍ W＝3.0ｍ 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道出水線改良工事 

L=63m W=3.6m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道下呂～萩原線改良工事 
下呂市 
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脱衣所 ２ヶ所、休憩スペース １ヶ所 

（10）過疎地域持続的発

展特別事業 

観光 観光施設管理費臨時 

五ノ池小屋トイレ等環境施設改築工事 

トイレ等建築工事 木造２階建、延床面

積 A=151 ㎡ 

下呂市 

観光施設管理費臨時 

滝見遊歩道修繕工事 

遊歩道改修工事 総延長 L=1,000ｍ 

下呂市 

観光施設管理費臨時 

がんだて公園ビジターセンター整備 

ビジターセンター建築工事 １棟 

下呂市 

L=1,000m W=5.0m 

治山・林道維持補修費 

下呂萩原線補修工事 

L=2,000m W=5.0m 

下呂市 

県営林道開設事業 

林道八幡・高山線開設工事 

（馬瀬～萩原区間） 

L=1,900m W=7.0m 

岐阜県 

県営林道開設事業 

林道信濃柿線開設工事 

L=4,300m W=3.5m 

岐阜県 

県単林道改良事業 

林道下呂～小坂線改良工事 

L=50m W=4.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道大念仏線改良工事 

L=2,000m W=3.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道椹谷線改良工事 

L=300m W=3.0m 

下呂市

市単林道改良事業 

林道下呂支線改良工事 

L=600m W=3.0m 

下呂市

市単林道改良事業 

林道穴手洞線改良工事 

L=500m W=4.0m 

下呂市

市単林道改良事業 

林道椹谷線改良工事 

L=500m W=3.0m 

下呂市

治山・林道維持補修費 

林道維持工事８箇所 
下呂市 

公共林道改良事業 

林道高天ケ原線改良工事（排水施設工） 

L=271m W=3.0m 

下呂市

公共林道改良事業 

林道楢尾線改良工事 L=240m W=4.0m 
下呂市

公共林道改良事業 

林道椹谷線改良工事（法面工） 

L=30m W=3.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道飛騨谷線改良工事 

L=20m W=4.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道柿坂線改良工事 

L=6m W=4.0m 

下呂市

公共林道改良事業 

林道岩屋～保井戸線改良工事（橋梁補修） 

L=8m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道岩屋～保井戸線改良工事（橋梁補修） 

L=18m W=4.0m 

下呂市 
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公共林道改良事業 

林道住 支線線改良工事（擁壁工） 

L=30m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道長瀬線改良工事（擁壁工） 

L=43m W=3.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道宮谷線改良工事 

L=12m W=3.6m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道柿本平線改良工事 

L=50m W=3.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道椹谷線改良工事 

橋梁改良 1 箇所 W=3.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道久野川～夏焼線改良工事 

L=40m W=4.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道ジャコウ線改良工事（舗装） 

L=184m W=3.0m 

下呂市

県単林道改良事業 

林道長瀬線改良工事 

L=15m W=3.0m 

下呂市

（５）企業誘致 

企業立地促進支援事業 

事業所等の新設・増設等の事業投資による

事業活動の支援 

下呂市 

（６）起業の促進 

空き店舗等活用事業助成費 

空き店舗等を活用して事業を営もうとする方

に補助金を交付 

下呂市 

P28/ 

L5 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考 

下呂市全域 製造業、旅館業、農林水産物等販

売業、情報サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考 

下呂市全域 製造業、旅館業、農林水産物等販

売業、情報サービス業等 

令和３年４月１日～ 

令和８年３月３１日

P28/ 

L22 

「（２）その対策③観光」と「④商工業」で示すにぎわいづくりや創出のための拠点整備

は、上記計画と整合しています。

「（２）その対策③観光」と「④商工業」で示す街並み整備や市が所有する商業施設の見

直しは、上記計画と整合しています。 

P29/ 

L7 

①情報通信技術 

本市は、情報通信インフラの格差是正などを目的に、有線テレビ施設を整備し、放送・通

信サービスを提供してきました。令和５年４月１日からは、民間の活力を導入し、より良い

サービスを提供するため、施設を無償譲渡し、民営化しました。譲渡後も事業が長期にわた

り安定的に継続され、市民生活に不可欠な情報伝達手段としての役割を果たし続けるために

①情報通信技術 

本市は、市街地と周辺部との情報通信インフラ格差が拡大していたため、地上デジタル放

送と超高速インターネット環境整備を目的に放送通信基盤整備事業による整備を行い、下

呂市有線テレビ施設（名称：下呂ネットサービス）として、平成 20年度から指定管理者制

度による管理運営を行っています。 



21 

は、加入率の向上が不可欠な状況です。 

また、飛躍的な技術革新により社会全体のデジタル化が進む中で、市民の利便性向上や産業

振興に資するため、行政サービスのオンライン化や遠隔医療・教育などの導入が求められて

います。しかし、山間部を中心に携帯電話の不感知エリアが依然として残っており、安全確

保の観点から喫緊の解決が求められています。 

さらに、人口減少と高齢化が進行する本市において、誰一人取り残されることのないデジタ

ル社会を実現するためには、高齢者等が情報通信技術を活用する能力を習得できる機会を提

供し、デジタルデバイドの解消に努める必要があります。

 令和３年４月時点での下呂ネットサービスの加入率は 68.8％となっており、管理運用は

加入者からの利用料のみで運用できています。一方で、民間の力を活用したより良いサービ

ス提供に向け、令和５年４月１日からの現指定管理者への無償譲渡を目指しています。今

後、人口減少や経済状況、加入状況等の変化で事業継続が困難となることがないよう、譲渡

後の長期にわたる安定的な事業運用に向け、魅力あるサービスを提供して加入率を向上さ

せていく必要があります。 

 また、飛躍的な技術革新によりデジタル活用が進むなかで、情報通信基盤は必要不可欠と

なっており、今後も情報通信基盤の整備促進や、他市町村との広域連携、民間事業者との協

力も視野に入れ、住民の生活利便性の向上や産業の発展に寄与するよう努めていきます。

P29/ 

L30 

小学校：令和２年度～、中学校：令和３年度～ 小学校：2020 年度～、中学校：2021 年度～ 

P30/ 

L2 

令和３年度までに校内無線ＬＡＮの整備及び、大型モニターの導入や児童生徒用タブレット

端末の導入等を行いました。令和７年度には、タブレット端末の更新に併せ教職員用タブレ

ット端末の導入を行いました。今後は整備した

令和２年度までに校内無線ＬＡＮの整備及び、大型モニターの導入や児童生徒の３分の２

にタブレット端末の導入等を行いました。今後は残り３分の１の端末を導入し、児童生徒１

人１台の端末を用いた学習環境を整え、こうした

P30/ 

L9 

①情報通信技術 

■民営化された下呂ネットサービスを支援し、災害情報等を安定的に発信できるよう、魅力

的な番組制作等で連携します 

■携帯電話の不感知エリア解消や光ファイバ網の拡充を関係機関と連携して推進し、市内の

情報通信格差を是正します 

■AIや ICTを活用してオンライン行政手続を拡充し、医療・福祉等の遠隔サービス導入によ

り住民サービスを向上します 

■高齢者等を対象にスマホ教室等を開催し、住民が情報通信技術を習得する機会を提供する

ことでデジタルデバイドを解消します

①情報通信技術 

■下呂ネットサービスにおいて魅力ある番組制作に取り組みます 

■毎年のように発生する災害時の情報や住民に役立つ生きた情報を、データ放送等を用い

て充実します 

■下呂ネットサービスを譲渡後も安定して事業継続できるよう、事業費充当も視野に入れ

ながら地域の情報通信基盤を支えます 

■携帯電話の不感知エリア解消を図るため、情報通信基盤整備を進め格差是正に努めます 

■格差是正のため新たな情報通信基盤が必要な場合は積極的に整備を進めます

P30/ 

L33 

（削除） ■ＩＣＴ教育環境のモデルとして、萩原小学校と金山小学校に電子黒板機能を備えたプロ

ジェクターを設置します 

P31/ 

L1 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

３ 地域における情報

化 
（２）過疎地域持続的発展特別事業

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

３ 地域における情報

化 

（１）電気通信施設等情報化のための

施設 

有線テレビジョン放送施設 
ケーブルテレビ運営事業 

地域情報化推進諸経費臨時 
下呂市 
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その他 ケーブルテレビ運営事業負担金 

施設譲渡後も、テレビ基本サービス及びイ

ンターネットサービスとその料金を維持し、

技術革新によるサービス向上に努めるため

の負担金 

下呂市 

 （３）その他    

教育ネットワーク管理費臨時 

小中学校の ICT教育環境の整備 
下呂市 

小学校教育振興諸経費 

小中学校の ICT教育環境の整備 
下呂市 

中学校教育振興諸経費 

小中学校の ICT教育環境の整備 下呂市 

教育研究所業務諸経費 

小中学校の ICT教育環境の整備 
下呂市 

下呂ネットサービス譲渡後の運営負担金 

（２）過疎地域持続的発展特別事業       

デジタル技術活用 学業支援員等配置事業 

ＩＣＴを活用した授業のサポートを目的に、Ｉ

ＣＴ支援員を２名配置 

下呂市   

（３）その他    

教育ネットワーク管理費臨時 

ＩＣＴを用いた学習の推進を目的に、学校教

育全般で活用するネットワーク機器の更

新、システム使用に伴うライセンス料 

下呂市 

小学校教育振興諸経費 

・ＩＣＴを用いた学習の推進を目的に、児童

にタブレットを 1 人 1 台購入し、ＩＣＴを用い

た学習の推進 

・教職員（小学校）が使用する教育用パソコ

ン等のリース及び保守点検 

下呂市 

中学校教育振興諸経費 

・ＩＣＴを用いた学習の推進を目的に、生徒

にタブレットを 1 人 1 台購入し、ＩＣＴを用い

た学習の推進 

・教職員（中学校）が使用する教育用パソコ

ン等のリース及び保守点検 

下呂市 

教育研究所業務諸経費 

教育系サーバー、ネットワーク対策ソフト、

教育研究所職員ＰＣ等のリース及び保守

点検 

下呂市 

P32/ 

L15 

また、市道としては、１，４３０路線と６８９橋の橋りょう、そして道路総延長６００．５

ｋｍが整備されています。 

また、市道としては、1,430 路線と 692 橋の橋りょう、そして道路総延長 599.5km が整備さ

れています。 

P32/ 

L23 

令和７年３月末の時点で総延長１２０，９３８ｍの農道を有しています。 令和３年３月末の時点で総延長 120,938ｍの農道を有しています。 

P32 

L32 

本市では総延長５２０，３４０ｍ（令和７年３月末）の林道を整備しています。 本市では総延長 524,575ｍ（令和３年３月末）の林道を整備しています。 

P33/ 

L1 

④公共交通 

本市の公共交通体系は、市内の地域ごとにグラデーションを描く高齢化や過疎化の段階に

応じた柔軟な構成が求められています。本市は自動車社会であり、バス利用者は主に学生と

高齢者ですが、少子化によって通学者が減少していく一方で、高齢者の公共交通シフトも進

んでいません。そのため、バス利用者の減少に従って利用区間の廃止や運転削減等の見直し

を図ってきました。また、最近では「２０２４年問題」による運転手不足が深刻化し、やむ

④公共交通 

本市では、高齢化と過疎化によって公共交通の体系が大きく変わっています。さらに、自

家用車の普及と少子化による通学者の減少を原因として、バス利用者は減少傾向にあり、利

用区間の廃止や運行削減等の見直しを図ってきました。 

広域では、下呂市と高山市を結ぶ民間路線バスを基幹路線とし、また市内地域間を結ぶ路線

においては、コミュニティバス等が運行しており、民間路線バスの撤退後に、地域公共交通
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なく廃止する路線も生じています。 

なお、将来のリニア中央新幹線と濃飛横断自動車道という高速交通網整備により、本市は岐

阜県北部のハブ的な位置にあたることから、物流や人流が増加する見込みがあります。こう

した効果を地域に取り込むため、自動運転技術による地域内交通の構築なども交通課題とし

て求められています。 

（交通空白地の解消） 

本市の市内支線交通は、コミュニティバスとデマンドバスから成ります。人口集積がまば

らで利用者が少数である地域では、バス停が遠い「ラストワンマイル問題」の解消のため、

予約制のデマンドバスを自由区間運行として、自宅から地域内の目的地に直行する「ドア to

ドア」を実現しています。一方で、人口が集積してＪＲや幹線バス路線が走る中心地域では、

市街地の周辺部に駅やバス停まで遠くなる交通空白地が生じており、これらの地域で移動を

必要とする人への交通の仕組みが課題となっています。 

（移動困難者の解消） 

自動車社会の本市では、運転免許を持たない学生、高齢者、障がい者、外国人などの移動

に困難さがあります。また、人口減少により、地域からの商店の撤退や医療機関の再編等の

生活インフラの縮小が続いており、これらの移動困難者の移動ニーズに既存の公共交通の仕

組みで応えていくのは難しくなっています。そのため、公共交通を補完する福祉的な移動手

段や、地域の助け合いによる互助交通等のあり方を検討していく必要があります。 

（人手不足等に対応した新たな交通の仕組み） 

人口と利用者が減少する一方で、公共交通へのニーズは多様化しており、２０２４年問題

による運転手不足と相まって無限に利便性を拡大することはできません。地域の人口段階に

従って、大型・中型バスの定時定路線運行から小型車両でのデマンド運行、不定時路線への

移行を進めるほか、スクールバスの共用化等による再配置、公共交通が成立しなくなる地域・

時間帯には、日本版ライドシェア（交通空白地有償運送）等の仕組みを導入し、移動手段の

合理化を図る必要があります。 

（自動運転による地域内交通の実証実験） 

将来の本市は、リニア中央新幹線と濃飛横断自動車道の高速交通網の整備により、岐阜県

北部の交通のハブとなる可能性があります。それに備え、人流の増加を地域に取り込むため

の地域内交通システムを自動運転技術により実現する実証実験を進めていく必要がありま

の確保のためデマンドバスの運行を実施してきましたが、財政負担の増大を招いています。 

一方で、高齢者の運転免許証自主返納制度により生活が不便になる方や、自宅からバス停ま

での移動が困難な方への対応が課題となる等、多様化する市民ニーズへの対応と経費の削

減の両立は困難であって、現行の公共交通の取組みで対応することは限界に達しています。 

今後は、あらゆる運行事業者との連携や調整を密にし、効率よく利便性を向上させるために

は何ができるか、これまで以上に柔軟な発想で交通手段を考えていく必要があります。
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す。 

P34/ 

L21 

④公共交通 

■どこでもアクセスできる交通ネットワークをつくります 

■誰でも多様な移動手段により社会参加できる仕組みをつくります 

■柔軟に構成する移動の仕組みをつくります 

■観光と地域間交流を広げる移動の仕組みをつくります 

■自動運転バスの実用化に向けた取り組みを行います 

■市民協働で持続可能な交通の仕組みをつくります

④公共交通 

■広域及び市内の拠点相互と地域間をつなぐ公共交通網を形成します 

■地域の特性にあった多様な交通手段・運行形態により持続可能な公共交通を構築します 

■市民ニーズに応じて、柔軟な方法で交通サービスを提供します 

■地域づくりのなかで多様な施策を進めます

P34/ 

L30 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

（１）市町村道  

道路 社会資本整備総合交付金事業 

羽根中央線道路改良事業 

道路改良 L=580ｍ W=5.0ｍ 

下呂市 

防災・安全交付金道路事業 

舗装修繕 L=15km 

防災対策事業 N=1 箇所 

道路ストック点検業務 1 式 

下呂市 

防災・安全交付金交通安全事業 

大ヶ洞中央線歩道整備事業 １式 

通学路交通安全対策事業 １式 

下呂市 

道路メンテナンス事業 

トンネル長寿命化事業 

トンネル補修設計 1 式 

トンネル補修工事 1 式 

トンネル点検業務 1 式 

下呂市  

橋りょう 社会資本整備総合交付金事業 

中原東 4号線橋梁架替事業 

橋梁架替 N=1 橋（L=50ｍ） 

下呂市  

道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化事業 

橋梁補修設計（修繕・更新・撤去） 1 式 

橋梁補修工事（修繕・更新・撤去） 1 式 

橋梁点検業務 1 式 

下呂市  

（２）農道  

県営基幹農道整備事業 

県営基幹農道整備事業(下呂中央３期）

L=1,882ｍ 

岐阜県 

県営中山間総合整備事業（農業生産基

盤）（農村生活環境） 
岐阜県 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 
（１）市町村道    

道路 道路メンテナンス事業 

トンネル長寿命化事業 

トンネル補修設計 1 式 

トンネル補修工事 1 式 

トンネル点検業務 1 式 

下呂市  

社会資本整備総合交付金事業 

和川 12 号線道路改良事業 

道路改良 L=1,200m  W=7.0m 

下呂市 

社会資本整備総合交付金事業 

羽根中央線道路改良事業 

道路改良 L=600ｍ W=5.0m 

下呂市 

防災・安全交付金道路事業 

舗装修繕 L=15,000m 

構造物補修事業 N=2 箇所 

防災対策事業 N=2 箇所 

道路ストック点検業務 1 式 

下呂市 

防災・安全交付金交通安全事業 

横田線道路改良事業 

通学路交通安全対策 1 式 

下呂市 

交通安全対策事業（通学路緊急対策） 

通学路交通安全対策 1 式 
下呂市 

踏切道改良計画事業 

萩原踏切道拡幅事業 

・踏切道 

歩道拡幅、歩道部カラー舗装化 

  L=10.5ｍ W=5.0ｍ 

下呂市 
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（益田南部・南飛騨北部・益田北部)農道整

備、集落道路整備、集落防災安全施設整

備 

県単土地改良事業 

県単土地改良事業(農道) 小坂町門坂 
下呂市 

市単土地改良事業 

市単土地改良事業(農道)  御厩野「下呂

中央」 

下呂市 

（３）林道 

 公共林道改良事業 

林道芦谷線改良工事 

L=200m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道水沢線改良工事（舗装） 

L=3268m W=4.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道柿本平線改良工事 

L=50m W=3.0m 

下呂市 

公共林道改良事業 

林道下呂～萩原線改良工事 

L=200m W=5.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道大念仏線改良工事 

L=2,000m W=3.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道椹谷線改良工事 

L=1,000m W=3.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道芦谷線改良工事 

L=50m W=4.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道楢尾線改良工事 

L=300m W=4.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道不動線改良工事 

L=200m W=3.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道和佐道線改良工事 

L=100m W=3.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道厚曽線改良工事 

L=500m W=4.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道下呂～萩原線改良工事 

L=1,000m W=5.0m 

下呂市 

県単林道改良事業 

林道柿坂線改良工事 

L=50m W=4.0m 

下呂市 

県営林道開設事業 

林道八幡・高山線開設工事（馬瀬～萩原

区間） 

岐阜県 

・取付道 

 道路拡幅、歩道部カラー舗装化 

  L=50.0ｍ W=5.0ｍ 

交通安全対策事業（通学路緊急対策） 

通学路交通安全対策 1 式
下呂市  

橋りょう 社会資本整備総合交付金事業 

中原東４号線橋梁架替事業 

橋梁架替 N=1 橋（L=50ｍ） 

下呂市  

 道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化事業 

橋梁補修設計（修繕・更新・撤去） 1 式 

橋梁補修工事（修繕・更新・撤去） 1 式 

橋梁点検業務 1 式 

下呂市  

（２）農道 

県営基幹農道整備事業 

県営基幹農道整備事業(下呂中央３期) 

L=1,898ｍ

岐阜県  

県営中山間総合整備事業 

県営中山間地域総合整備事業（農村生活

環境）（南飛騨南部) 

集落道路整備、集落防災安全施設整備 

岐阜県 
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L=1,900m W=7.0m 

県営林道開設事業 

林道信濃柿線開設工事 

L=4,300m W=3.6m 

岐阜県 

県営林道開設事業 

林道門和佐線開設工事 

L=4,000m W=3.6m 

岐阜県 

（９）過疎地域持続的発展特別事業 

公共交通 自動運転社会実装推進事業 

自動運転社会実装推進実証実験 

自動運転バス購入 

下呂市

P37/ 

L7 

①住宅・宅地 

本市の住宅環境は、持ち家では木造の戸建て住宅が中心になっています。賃貸住宅では、

都市部とは対照的に、民間賃貸物件が非常に少なく、企業による市外居住者の求人にあたっ

て移住者向けの住宅が逼迫していることが、雇用や移住定住人口増加の足かせになっていま

す。一方で、市営住宅は令和７年３月時点で６１７戸と、他市に比べて住宅ストックの割合

が多くなっており、住宅困窮者向けのセーフティネットである公営住宅のほかにも、市の施

策で運営する一般住宅などが賃貸住宅として大きな役割を果たしています。 

（空き家の増加） 

民間の持ち家では、使われなくなった空き家の割合が他市に比べて非常に多いことが課題

になっています。平成３０年度の住宅土地統計によれば、本市の空き家推定数は２，７８０

戸、空き家率は１９．５％と岐阜県内で４位の高さであり、売却や賃貸に出ている物件数が

横ばい傾向であることから、使用目的がなく放置された空き家が増加しています。 本市で

は、所有者に当該物件を空き家バンクに登録するように促していますが、自主的に登録され

ない空き家について、公的な調査を行い、危険空き家を特定しつつ、利用可能な空き家の活

用を進めるためのデータベースの整備が課題となっています。 

（民間賃貸物件の逼迫） 

本市では、コロナ禍後の経済活動の活性化に伴う雇用ニーズに関して、企業が市外居住者

を求人したくても、雇用後に移住するための民間賃貸物件が逼迫しています。現在のところ

居住ニーズは高いものの、長期的に人口減少することから、賃貸用不動産物件への投資が進

まないことが原因だと考えられます。また、企業社宅についても、企業は長期的投資に慎重

であり、社宅の老朽化や、家族滞在の外国人社員向けの住宅の不足が課題となっています。 

（市営住宅） 

①住宅・宅地 

本市の市営住宅は、令和３年３月末時点で 631 戸を確保しています。しかし、厳しい財政

事情のため、市営住宅の建替えは難しく、当面は老朽化する外壁や配管などの改修により既

存市営住宅の長寿命化を図ることで、必要な市営住宅の維持に努めていかなければいけま

せん。 

その一方で、大規模な地震に対して倒壊の危険性が高い老朽化した住宅については、計画

的に廃止して安全な住宅への転居を促すことで、入居者の安全を確保する必要があります。 

しかし、入居者の多くが高齢者であるため、永年住み慣れた住宅を離れることや、経済的

に他の住宅への転居が難しいなど理由は様々ですが、転居することへの不安を抱えていま

す。 

また入居者の高齢化が進むなか、段差の解消など住みやすい環境の整備も重要な課題とな

っています。
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市営住宅は、住宅困窮者向けセーフティネットの公営住宅のほか、市の施策で運営する一

般住宅等のカテゴリーを擁し、民間賃貸物件の不足を補う住宅供給機能を持っています。ま

た、市営住宅の空室を用いて、公営住宅の地域対応活用（社宅活用）を行っています。市営

住宅の老朽化率については、将来の本市の人口推計と数値が同じであり、令和２２年度（２

０４０年度）までに、耐用年数超過した市営住宅ストックを１/３削減することで、住宅供

給バランスを調整する計画があります。そこでは、比較的年数の浅い住宅へ入居者を移転さ

せるための取り組みをどう進めるかが課題となっています。また、人口状況に応じた柔軟な

住宅ストック管理のため、市内の基幹集落において民間空き家を借り上げ、定期借家契約で

市がリフォームして一定期間を定住促進市営住宅として運営する施策も進める必要があり

ます。なお、市営住宅入居者の高齢化も進んでいることから、市営住宅においても生活援助

員を配置した高齢者向け住宅の創設等が課題となります。

P38/ 

L21 

令和６年度末の耐震化率は９７％となっております。 令和２年度末の耐震化率は 95％となっております。 

P38/ 

L30 

空き家等の適正な管理のため空き家等対策協議会を開催し、管理不全空き家等の指導・助

言を行います。また、周囲に影響を及ぼす可能性の高い空き家等の除却工事への補助を行い、

市民の安全安心な暮らしの実現及び良好な景観保持に努めます。

（追加）

P38/ 

L34 

③上水道 

人口減少による料金収入の減少が続く中、上水道は高度経済成長期に整備された多くの施

設の老朽化が進み、漏水事故も頻発しています。地震等災害時において水道の重要性は再認

識され、施設更新需要はこれまで以上に増大しています。 

 ついては、施設等の更新と耐震化、水道経験職員の高齢化と減少による技術継承、維持管

理や更新等費用の確保、気候変動などによる水質等変化の懸念など持続可能な水道事業に向

けた取り組みが必要です。

③上水道 

水道は市民生活、事業活動など様々な場面で必要不可欠なライフラインであり、常に安心

で安全な水を安定供給することが求められています。その一方で、近年の人口減少等に伴

い、料金収入が減少し、その収入だけでは維持管理が困難になっています。そこで、事業の

実態に則した料金改定や、老朽化した施設の整備・改修計画の策定など、持続可能な水道事

業に向けた取組みが必要です。 

また、さらなる経営改革のためには、現在実施している施設・管路の維持管理、料金関連業

務などの包括委託業務の拡大を図り、民間のノウハウを活かすことが重要です。

P39/ 

L7 

令和７年３月末で接続率は８５．４％となっています。 令和３年３月末で接続率は 84.5％となっています。 

P39/ 

L12 

合併処理浄化槽の普及率は令和７年３月末で８１．８％で 合併処理浄化槽の普及率は令和３年３月末で 74.3％で 

P40/ 今後は、市内危険箇所の徹底把握や総点検、災害情報伝達の多様化・迅速化、自主防災組織 今後は、市内危険箇所の徹底把握や総点検、自主防災組織を中心とした災害時初期対応の充
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L7 を中心とした災害時初期対応の充実と避難行動要支援者の明確化を図っていくことが必要

です。 

実と避難行動要支援者の明確化を図っていくことが必要です。 

P39/ 

L15 

⑤火葬場 

本市には、浄郷苑と小坂斎場の２箇所の火葬場がありますが、両施設ともに建築後３５年

以上が経過しており、老朽化が著しい状況にあります。火葬炉設備の老朽化は深刻であり、

早期の大規模改修が喫緊の課題となっています。一方で、近年の火葬実績は年間８００件程

度で推移しており、これは浄郷苑単独の処理能力で対応が可能な規模となります。 

人口減少が進む中、多額の費用を要する大規模改修を両施設で行い機能を分散させ続ける

ことは行財政運営の効率化の観点から合理的ではないため、将来を見据えた適正な施設配置

と効率的な管理運営を図り、施設の統廃合を含めた見直しを行う必要があります。

（追加）

P39/ 

L24 

⑥防災 ⑤防災

P40/ 

L7 

今後は、市内危険箇所の徹底把握や総点検、災害情報伝達の多様化・迅速化、自主防災組織

を中心とした災害時初期対応の充実と避難行動要支援者の明確化を図っていくことが必要

です。

今後は、市内危険箇所の徹底把握や総点検、自主防災組織を中心とした災害時初期対応の充

実と避難行動要支援者の明確化を図っていくことが必要です。

P40/ 

L11 

⑦消防 

近年、下呂市ではゲリラ豪雨や線状降水帯による記録的な大雨など、予測を超える災害が

頻発しています。中山間地域特有の土砂災害や河川氾濫、広大な森林を持つ本市ならではの

林野火災対策が喫緊の課題です。こうした状況に対応するため、消防施設の整備に加え、水

難対応や林野火災に対応する機械器具の整備を強化し、市民の生命と財産を守るため、災害

の複雑化・多様化に対応できる消防力を高めることが急務となっています。一方で、少子高

齢化と人口減少により、消防体制を維持するための財源確保が困難になることが予測されて

おり、その抑制のため、広域連携や効率的な運営など、消防体制の合理化・効率化に向けた

検討が急務となります。地域防災の中核を担う下呂市消防団は、人口減少やライフスタイル

の変化により団員の確保が困難になっており、消防団の組織体制を見直し、時代の変化に対

応した新たな仕組みを構築することが急務となっています。 

全国の住宅火災による死者の約半数が逃げ遅れによるもので、本市でも住宅用火災警報器

の設置を継続的に促進していますが、特に高齢者世帯や一人暮らし世帯への普及が課題とな

っています。また、地震による電気火災リスクへの備えについても、市民への呼びかけが必

⑥消防

近年、本市においても予測をはるかに上回る災害が頻発しており、その態様は複雑かつ多

様化しています。そのため、より質の高い消防力を身につけるべく、消防施設の整備にも力

を入れる必要があります。その一方で、今後の人口減少等により、住民一人当たりの消防費

負担割合が増加することが予測され、その抑制のため、消防のあり方についても合理化や効

率化に向けた検討をしていく必要があります。 

 地域防災の要である消防団では、人口の減少やサラリーマン化等により団員の確保が困

難となっており、消防団の組織を見直していくことが重要課題となっています。また、地域

防災力の向上を目指し、災害支援団員、女性消防団員及び再任用基本団員の機能強化の推進

が急務となっています。 

 令和２年の消防庁防災情報室の調査によると、全国の住宅火災による死者は全体の約

50％が逃げ遅れによるもので、その多くが就寝時間帯に発生しています。住宅火災による犠

牲者を減らすため、平成 16年の消防法令の改正により住宅用火災警報器の設置が義務付け

られています。本市においても継続的な設置を促進しており、現在設置率 84.5％です。ま
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要です。さらに、観光立市である下呂市にとって、温泉旅館やホテルなど集客施設の火災予

防体制の強化も重要であり、さらなる充実が求められています。

た、観光立市をめざす下呂市として、観光客の安心・安全を図るため、集客施設等の火災予

防体制についても一層の充実が必要となっています。

P40/ 

L28 

⑧救急・救命 

令和６年における救急出動件数は１，９６３件でした。本市では、救急救命士の搭乗率１

００パーセントの達成を目標とし、現在は救急救命士２６名体制により救急活動を実施して

います。今後、人口減少が進む一方で高齢化が進展し、救急需要は減少しないことが見込ま

れます。こうした状況のもと、救急医療の高度化に対応し、重症傷病者に対して適切な処置

を行うことが可能な救急救命士が常時搭乗できる体制を確立することが不可欠です。また、

市内及び県内の救急医療機関に加え、ドクターヘリやドクターカーとの連携を強化し、重症

度・緊急度に応じて適切な医療機関への円滑な搬送が可能となる体制を整備します。さらに、

病気や事故等により心肺停止に陥った傷病者に対して、速やかに心肺蘇生を実施するために

は、市民による「救命の連鎖」の確立が重要です。そのため、市民が応急手当講習を積極的

に受講しやすい環境を整備するとともに、応急手当普及員との協働により、普及啓発を推進

し、救急・救命体制の一層の充実を図ります。

⑦救急・救命 

本市では、現在運用救急救命士 25名体制で救急活動を行っており、令和２年度の救急出

動件数は 1,437 件でした。ほとんどの救急出動に救急救命士が同乗していますが、今後は

高齢化や過疎化が進行するなかで、救急需要が益々高まることが予想されることから、救急

体制の拡充と医療機関との連携強化により、より高度な知識技術を習得した救急救命士の

養成が急務となっています。 

 近年ではＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及により、一度心臓機能が停止した方が、そ

の後社会復帰した事例が全国的に数多くあります。心臓や呼吸が停止した場合は、先ず身近

にいる人が行う応急処置が最も大切で、事故の現場に居合わせうる市民に対する処置方法

の普及啓発など救急・救命体制の充実が必要です。

P41/ 

L6 

⑨交通安全・防犯 

令和６年中に本市で発生した人身交通事故は、人身件数２２件、負傷者数３０人でした。

過去５年の件数を見ると、人身事故、負傷者数ともに、５年前と大きく変化がありません。

また、依然として交通死亡事故は後を絶ちません。今後も各種団体と一層の連携を図り、従

来行ってきた活動を継続して取り組んでいくことが必要です。 

⑧交通安全・防犯 

令和２年中に本市で発生した人身交通事故は、人身件数 23 件、負傷者数 29 人でした。

過去５年の件数を見ると、人身事故、負傷者数ともに、５年前の半分以下に減少していま

す。これは、警察や交通安全協会、さらには地域の方々と一体となり取り組んできた様々な

交通安全対策活動が実を結んだものであると言えます。しかし、依然として交通死亡事故は

後を絶ちません。今後も各種団体と一層の連携を図り、従来行ってきた活動を継続して取り

組んでいくことが必要です。 

P41/ 

L11 

本市において令和６年中の刑法犯認知件数は１０１件で、そのうち窃盗犯が６２件で全刑

法犯の６１．４％を占めています。 

本市において令和２年中の刑法犯認知件数は 113 件で、そのうち窃盗犯が 58件で全刑法

犯の 51.3％を占めています。 

P41/ 

L19 

⑩循環型社会 

本市の廃棄物処理をめぐる状況としては、年間のごみ総排出量が若干減少傾向にあります

が、これは人口減少や地場産業衰退による自然減が大きな要因であります。令和５年４月１

日からは家庭用もえるごみの出し方を変更し、さらに各地に資源ごみステーションを設置し

てペットボトル・アルミ缶・スチール缶のリサイクルを推進しています。これらの新たな取

り組みによって、市民のごみ出しに対する意識の変化が起こり始め、資源リサイクルに対す

⑨循環型社会 

本市の廃棄物処理をめぐる状況としては、年間のごみ総排出量が若干減少傾向にあるも

のの、これは人口減少や地場産業衰退による自然減が大きな要因であり、市でこれまでに取

り組んできた一部の資源ごみの分別収集や集団資源回収などのごみ減量化・資源化対策の

成果とは言いがたいところがあります。一方、こうした取組みによって、ペットボトルやア

ルミ缶のリサイクル意識については、徐々に市民に浸透してきています。 
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る意識もさらに高まっています。更なるごみの分別施策の展開により、ごみの減量化、資源

化を推進し、循環型社会を構築していく必要があり、年間のごみ総排出量の減少を加速させ、

ごみ処理に関する経費削減を目指していきます。

 また、平成 30年７月及び令和２年７月に発生した豪雨災害のように、近年の異常気象や

頻発する自然災害に鑑みると、地球温暖化に代表される地球を取り巻く環境の変化が現実

的な危機感を伴った課題となっています。 

 このような状況の下、地球規模で環境を考えながら今後も廃棄物の減量化・資源化を推進

し、持続可能な社会、循環型社会の構築を市民や事業者とともに構築していく必要がありま

す。

P42/ 

L5 

①住宅・宅地 

■老朽化した市営住宅の入居者移転と建物解体を進め、人口減少社会に対応した市営住宅ス

トックの整理を行います 

■市営住宅の建替えや新規の建築によらず、基幹集落の民間空き家を活用して定住促進用の

政策的な市営住宅を整備します 

■生活援助員を配置した高齢者世帯向け優良賃貸住宅など、高齢者のニーズを満たす市営住

宅を整備します 

■人口減少対策として、横断的な住環境施策の連携に取り組みます

①住宅・宅地 

■老朽化した給排水設備など計画的に修繕を行います 

■耐震性が確保できない老朽化した市営住宅の解体を行います 

■安全性の低い市営住宅から安全な市営住宅への転居を根気よく促します 

■劣化した屋根、外壁などの修繕を行います 

■段差の解消など、住みやすい環境の整備に努めます

P42/ 

L19 

■木造住宅の耐震改修工事、除却及びシェルター設置の助成を行います 

■特定建築物・緊急輸送道路沿道建築物等の耐震改修等設計、耐震改修工事、建替え又は除

却の助成を行います 

■利用者のニーズに応える公園施設の管理運営を行います 

■空き家等対策協議会を開催し、管理不全の空き家に対し、助言・指導を行います 

■不良空き家等及び老朽空き家等の除却工事に助成を行います 

■市外からの移住・定住を目的に市所有の旧教員住宅等の改修工事を行います

■木造住宅以外の建築物の耐震診断の助成を行います 

■耐震補強工事の助成を行います 

■全世代が利用でき、さらに交流人口の増加につながる公園づくりを行います 

■利用者のニーズに応える公園施設の管理運営を行います

P42/ 

L27 

③上水道 

■災害時でも給水を確保するための重要給水拠点を数箇所設定し、拠点までの管路等の耐震

化を進めます。 

■施設の維持管理とともに、耐震化等工事にも民間の知識・技術を活かした取り組みを進め

ます。 

■水道施設はすべて今後も維持管理が必要なため、人口減少による料金収入の減少分と、耐

震化等の財源を確保するための料金改定を検討します。 

■地球温暖化などの環境変化による水質、水量の変化に対応するため、新たな水源の確保と

③上水道 

■上水道区域と簡易水道区域で異なっている水道料金の統一とともに、経営統合を検討し

ます 

■漏水などの緊急時の対応について、更なる民間活用を図ります 

■計画的な管路更新により、有収率向上を図るとともに災害に強い水道を目指します



31 

浄水方法を検討します。 

P43/ 

L1 

■汚水処理施設の維持管理にかかる経費を抑えるため、計画的な設備更新を行うとともに、

強靭化を図るべく、施設の耐震化を進めます。また、令和１２年度までに不採算となってい

る小規模処理区(7 処理区)について、集合処理から個別処理への転換(合併処理浄化槽転換

事業)に取り組んでいきます。

■汚水処理施設の維持管理にかかる経費を抑えるため、計画的な設備更新を行うとともに、

広域化による統廃合を含む施設の最適化を検討します

P43/ 

L10 

⑤火葬場 

■浄郷苑の大規模改修を行い、本市の中心的火葬施設として機能を強化します 

■浄郷苑の改修完了後、小坂斎場を廃止し、施設の集約化と管理の合理化を図ります 

■待合ホール等の機能向上や火葬時間の短縮のための施設整備など、利用者の利便性とサー

ビスの向上に努めます

（追加）

P43/ 

L21 

⑥防災 ⑤防災

P43/ 

L21 

（削除） ■防災点検の日に、市職員は朝礼時、課長等による防災点検を実施します。また、これを家

庭や職場、学校等へも普及させます

P43/ 

L23 

■市・学校・自治会で連携し、避難所開設や運営が行われるよう取り組んでいきます。 

■デジタル技術を用いることで、防災・減災に係る情報を多様化・高度化し、多彩なシチュ

エーションを想定した正確で受け取りやすい情報伝達体制を構築します。より多くの住民へ

必要な情報を迅速かつ確実に届けることを目指します

（追加）

P43/ 

L28 

⑦消防 

■火災時に有効な消火活動ができるよう、消防水利を適切な場所に配備し、消火活動の迅速

化を図ります 

■消防団員の確保が困難な現状を打開するため、退団後の再任用制度や、災害に特化した支

援団員、災害現場で活躍する女性の入団促進など、多様な人材が活躍できる体制を継続的に

推進します 

■火災による死者発生を抑制するため、住宅用火災警報器の設置率 100%を目指します。特に

高齢者世帯や一人暮らし世帯を対象とした訪問設置支援や作動点検の呼びかけを強化しま

す 

■地震による電気火災を防ぐため、感震ブレーカーの設置補助制度を広く周知し、市民の利

用を促進します 

⑥消防 

■女性消防団員は、本人の希望により、方面隊女性班としての活動または男性団員同様に部

での災害活動を行います 

■消防団等を退団された方を中心に、再任用基本団員や災害支援団員の増員を目指しま 

す 

■火災時に有効な消火活動ができるよう消防水利を適切な場所に配備します 

■高機能消防指令システム及び、消防救急デジタル無線設備を整備し、効率的な運用を図り

ます 

■火災での逃げ遅れによる死者を発生させないため、住宅用火災警報器の作動確認及び設

置率の向上を図ります
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■観光客が安心して滞在できるよう、温泉旅館やホテル、飲食店など集客施設に対して、初

期消火・避難誘導・通報訓練のさらなる充実を図ります

P44/ 

L6 

⑧救急・救命 

■より高度な処置が可能な救急救命士の育成と充実を図ります 

■受講しやすい環境を整え、応急手当普及員と協働して救急講習会を開催します

⑦救急・救命 

■薬剤救命士、挿管救命士の育成と充実を図ります 

■市民との協働で救急講習会を開催します

P44/ 

L11 

⑨交通安全・防犯 ⑧交通安全・防犯 

P44/ 

L19 

⑩循環型社会 ⑨循環型社会 

P44/ 

L27 

⑪環境衛生 ⑩環境衛生 

P44/ 

L31 

■令和３年度末に埋立て満了した最終処分場の跡地利用計画の策定を行います 

（削除）

■令和３年度末に埋立て満了となる最終処分場の最終覆土整備事業の実施、及び跡地利用

計画の策定を行います 

■老朽化するし尿処理施設の改修（更新）計画を策定し、施設整備を進めます
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P45/ 

L1 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

５ 生活環境の整備 
（１）水道施設 

上水道 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)

【水道総合地震対策事業】 

東上田管路耐震化事業 

下呂市 

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)

【水道総合地震対策事業】 

低区送水ポンプ更新工事 

下呂市 

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)

【水道総合地震対策事業】 

低区配水池更新工事 

下呂市 

簡易水道 建設改良費 

浄水場、配水池等機器更新工事
下呂市 

（２）下水処理施設 

公共下水道 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 

耐震対策事業(計画) 1 式 

公共３処理区・特環５処理区 

下呂市 

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 

耐震対策事業(耐震診断) 1 式 

公共３処理区・特環５処理区 

下呂市 

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 

耐震対策事業(工事)  

湯之島浄化センター 1 式 

下呂市 

その他 合併浄化槽設置整備事業 

生活環境の保全を図るため下水道整備区域以

外における合併処理浄化槽設置に対し補助金

を交付する。 

下呂市  

（４）火葬場 

 浄郷苑基幹的設備改良事業 

浄郷苑火葬炉更新、バリアフリー化、待合室改

善、内装補修等 

下呂市 

（５）消防施設  

消防本部消防自動車等購入事業 

梯子車オーバーホール事業 
下呂市 

消防本部消防自動車等購入事業 

中消防署指令車購入事業 
下呂市

消防本部消防本部自動車等購入事業 

南消防署高規格救急車購入事業 
下呂市 

消防本部消防本部自動車等購入事業 

小坂分署水槽付ポンプ車購入事業 
下呂市 

消防本部消防本部自動車等購入事業 

北消防署高規格救急車購入事業 
下呂市

指令システム整備事業 

通信指令システム維持管理事業(UPS 等更新) 
下呂市

指令システム整備事業 

通信指令システム部分更新事業 
下呂市

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

５ 生活環境の整備 
（１）水道施設    

上水道 建設改良費 

送配水管等改良工事 

経年劣化水道管更新工事 

下呂市 

建設改良費 

浄水場、配水池等機器更新工事 

中央監視装置他改良工事 

下呂市 

建設改良費 

設計業務委託 
下呂市 

 簡易水道 建設改良費 

送配水管等改良工事 

萩原簡水他経年劣化水道管更新工事 

下呂市 

建設改良費 

浄水場、配水池等機器更新工事 

萩原地域他中央監視装置改良工事 

下呂市 

建設改良費 

設計業務委託 

萩原地域他中央監視装置改良工事 

下呂市 

（２）下水処理施設 

公共下水道 建設改良費 

公共下水道施設改良工事 

ストックマネジメント基本計画策定業務委託・総

合地震対策計画策定業務委託 

下呂市 

建設改良費 

公共下水道施設調査委託 

雨水出水浸水区域策定業務 

下呂市 

建設改良費 

特定環境保全公共下水道施設改良工事 

ストックマネジメント基本計画策定業務委託・総

合地震対策計画策定業務委託 

下呂市 

農村集落排水施設 建設改良費 

農業集落排水施設改良工事 

河川改修支障移設工事 

下呂市 

その他 合併浄化槽設置整備事業 

合併浄化槽設置整備事業助成費 

R４年度以降年 13 基 

下呂市 

（３）廃棄物処理施設 

ごみ処理施設 最終処分場整備事業 

被覆型一般廃棄物最終処分場建設工事 

一般廃棄物最終処分場建設工事 一式 
下呂市 
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消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（乗政） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

自動ポンプ自動車（萩原中区） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（湯之島） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

自動ポンプ自動車（大島区） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（御厩野） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（小川区） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（少ヶ野） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（門和佐） 
下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車（保井戸） 
下呂市

小型動力ポンプ購入事業 

小型動力ポンプ購入（馬瀬数河）・（馬瀬中切） 下呂市

小型動力ポンプ購入事業 

小型動力ポンプ購入（萩原下上呂）・（萩原花

池・中呂）・（下呂夏焼） 

下呂市

消防本部施設整備事業 

南消防署外壁修繕工事 

南消防署庁舎の外壁修繕 

下呂市

消防本部施設整備事業 

北消防署外壁修繕工事 

北消防署庁舎の外壁修繕 

下呂市

萩原地域防火水槽整備事業 

萩原町萩上区地内耐震性貯水槽設置工事 

防火水槽設置工事 

下呂市

萩原地域防火水槽整備事業 

萩原町萩下区防火水槽設置工事 
下呂市

萩原地域防火水槽整備事業 

萩原町萩中区防火水槽設置工事 
下呂市

萩原地域防火水槽整備事業 

萩原町上村区防火水槽設置工事 
下呂市

小坂地域防火水槽整備事業 

小坂町大島地区防火水槽設置工事 
下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

下呂地域防火水槽設置工事 
下呂市

消防詰所整備事業 

下呂市消防団小坂方面隊第 2分団第 1部（落

合・湯屋・大洞）消防詰所新築工事 

下呂市

（６）公営住宅 

定住促進空き家活用事業 

家屋耐震工事３棟×５年 家屋リフォーム工事

（耐震以外）３棟×５年 

下呂市

し尿処理施設 し尿処理施設基幹的設備改良事業 

中山浄化園基幹的改良工事 

改良工事基本設計等 一式 

基幹的設備改良工事 一式 

耐震補強工事 一式 

アスベスト除去・対策工事 一式 

下呂市

その他 リサイクル施設設備更新事業 

リサイクル設備更新工事 

粗大物破砕機更新 一式 

空き缶選別機 一式 

空き缶プレス機 一式 

下呂市

清掃運搬車両更新事業 

清掃運搬車購入事業 

清掃運搬車（パッカー車）購入 ２台 

最終処分場作業用重機購入 

し尿・浄化槽脱水汚泥運搬車購入 １台 

下呂市

（５）消防施設 

消防自動車等整備事業 

タンク車整備事業（消防署） 

北消防署にタンク車１台購入 

下呂市 

消防自動車等整備事業 

高規格救急車整備事業（消防署） 

中消防署に高規格救急車１台購入 

下呂市

消防自動車等整備事業 

搬送車整備事業（消防署） 

北消防署に搬送車１台購入 

下呂市

消防自動車等整備事業 

指令車整備事業（消防署） 

北消防署に指令車１台購入 

下呂市

消防自動車等整備事業 

指令車整備事業（消防署） 

中消防署に指令車１台購入 

下呂市

消防自動車等購入事業 

消防ポンプ車購入（R3:下呂 2-2（宮地）、R4：下

呂 4-1（焼石）、R5：金山 3-1（下原町）、R6：下

呂 1-1（湯之島）、R7：下呂 1-2（森）） 

下呂市

消防自動車等購入事業 

多目的支援車購入（R5：小坂方面隊本部、金山

方面隊本部、R6：馬瀬方面隊本部、下呂方面

隊本部、R７：萩原方面隊本部） 

下呂市

消防自動車等購入事業 

小型動力ポンプ積載車購入（R3：小坂 1-1（大

垣内）、R4:下呂 1-1（東上田）） 

下呂市

小型動力ポンプ購入事業 

小型動力ポンプ購入（R3:下呂 1-3（幸田）、萩

原 3-2（四美）、R4：金山 1-2（菅田大谷戸）、下

呂 2-4（御厩野）、下呂 4-1（久野川）、R5：金山

3-1（中津原）） 

R6：萩原 5-4（桜洞） 

下呂市
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（７）過疎地域持続的発展特別事

業 

生活 

景観形成事業 

（景観審議会の開催、景観重要建造物・景観重

要樹木の指定） 

下呂市

建築物耐震化促進事業 

・木造住宅耐震診断 

・住宅耐震改修補助 

・木造住宅除却工事補助 

・建築物耐震診断補助 

・特定建築物等耐震改修又は建替えのための

計画の策定補助 

・特定建築物等耐震改修工事、建替え又は除却

工事補助 

・耐震シェルター等設置補助 

下呂市

空き家対策事業 

（空家対策等協議会の開催、不良・老朽空家等

除却支援事業、移住定住促進住宅化改修事

業） 

下呂市 

防災・防犯 災害対策諸経費 

災害対策の一般経費 

防災行政無線同報系操作卓更新にかかる経費 

下呂市 

交安全対策費 

交通安全啓発及び交通安全対策事業にかかる

経費 

下呂市 

交通安全施設整備事業 

ガードレールの整備やカラー舗装工、区画線工

に関する経費 

下呂市 

防犯灯整備事業 

公共施設の防犯カメラ設置、自治会が事業主体

となって実施する防犯カメラ設置事業 

下呂市 

（８）その他 

消防本部諸経費臨時 

救急車積載資器材更新事業 

救急車心マッサージ器更新、救急車モニター付

き除細動器更新 

下呂市 

萩原地域地域振興事業 中央駐車場舗装改修

事業 

舗装改修工事 アスファルト舗装工、2,000 ㎡ 

区画線工 一式 

下呂市 

指令システム整備事業 

デジタル携帯無線更新 

UPS 用蓄電池交換 

下呂市

指令システム整備事業 

高機能消防指令システム整備事業 

高機能消防指令システムの更新 

下呂市

指令システム整備事業 

消防救急デジタル無線設備整備事業 

消防救急デジタル無線設備の更新 

下呂市

消防本部施設整備事業 

消防本部庁舎外壁工事 

消防本部庁舎の外壁改修 

下呂市

消防本部施設整備事業 

女性消防吏員受入れ改修工事 

女性消防吏員受入れに伴う庁舎改修 

下呂市

消防本部施設整備事業 

３階倉庫改修工事 

３階倉庫改修 

下呂市

北消防署施設整備事業 

北消防署小坂分署屋根・天井工事 

北消防署小坂分署の屋根及び天井の漏水防

止 

下呂市

北消防署施設整備事業 

北消防署小坂分署風呂増設工事 

北消防署小坂分署老朽化に伴う増設改修 

下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

小川地内耐震性貯水槽設置工事 
下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

蛇之尾防火水槽設置工事 
下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

乗政地区防火水槽設置工事 
下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

宮地防火水槽設置工事 
下呂市

下呂地域防火水槽整備事業 

野尻防火水槽設置工事 
下呂市

金山地域防火水槽整備事業 

金 山 町 菅 田 桐 洞 地 内 耐 震 性 貯 水 槽 設 置 工
下呂市

金山地域防火水槽整備事業 

金山町井尻防火水槽設置工事 
下呂市

小坂地域防火水槽整備事業 

小坂町大洞地内耐震性貯水槽設置工事 
下呂市

萩原地域防火水槽整備事業 

萩原町上呂地内耐震性貯水槽設置工事 
下呂市

消防詰所整備事業 

下呂市消防団小坂方面隊第 2分団第 1部（長

瀬・赤沼田）消防詰所新築工事 

下呂市

消防詰所整備事業 

下呂市消防団萩原方面隊第 4分団第 1部（羽

根）消防詰所新築工事 

下呂市

消防詰所整備事業 

下呂市消防団下呂方面隊第 2分団第 4部（御

厩野）消防詰所新築工事 

下呂市
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消防詰所整備事業 

下呂市消防団小坂方面隊第 2分団第 1部（小

坂町）消防詰所新築工事 

下呂市

消防詰所整備事業 

下呂市消防団萩原方面隊第 5分団第 1部（萩

上）消防詰所新築工事 

下呂市

高規格救急自動車整備事業 

北消防署小坂分署に高規格救急車１台購入 
下呂市 

高規格救急自動車整備事業 

南消防署に高規格救急車１台購入 
下呂市 

消防団設備整備事業 

消防団設備整備（消防団員雨衣・消防団活動

服・防塵マスク） 

下呂市 

消防機械器具整備事業 

消防団設備整備（防塵マスク） 
下呂市 

救急車積載物品整備事業 

救急車積載物品整備 

（心臓マッサージシステム） 

下呂市 

 （７）過疎地域持続的発展特別事

業 

 生活 景観形成事業 

市民が誇れる自然・歴史・文化を後世に継承す

ることを目的に、景観審議会の開催(3 回/年)、

景観重要建造物・景観樹木の指定、美しい景観

づくり事業を推進。良好な景観を形成すること

で、豊かな居住環境を実現する。 

下呂市 

社会資本整備総合交付金 住宅・建築物安全

ストック形成事業 

大規模災害に備えて旧耐震基準建築物の耐震

化を促進することを目的に、耐震補強補助金、

特定建築物耐震改修等工事補助、緊急輸送道

路沿道建築物耐震改修等補助工事補助を実

施。有事の際に不特定多数の集まる施設利用

者の生命と緊急輸送路が不通となるリスクの軽

減を図る。 

下呂市 

（８）その他 

飛騨川公園・桜谷公園管理費 

公衆トイレ整備工事 

（男子(小)2・(大)1 女子 3） 

下呂市 

飛騨川公園・桜谷公園管理費 

駐車場拡張整備 

駐車場拡張工事 1,300 ㎡ 

道路改良工事  

下呂市 

飛騨川公園・桜谷公園管理費 

遊具新設工事 

遊具新設工事 1 基 

遊具運搬 一式 

下呂市 

公園管理運営費 

つつじヶ丘公園グランド照明設備 LED 化 
下呂市 



37 

照明設備 LED化工事４基 

飛騨川公園整備事業 

駐車場整備工事 

グラウンド改修工事 

管理棟改修工事 

下呂市 

P47/ 

L23 

「（２）その対策②都市計画・景観・耐震・公園」で示す公園づくりや管理運営方針は、上記

計画と整合しています。

「（２）その対策②都市計画・景観・耐震・公園」で示す公園づくりや管理運営方針、そし

て「（３）計画」で示す公園整備事業は、上記計画と整合しています。

P48/ 

L8 

【火葬場】 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「火葬場については、適

切に維持管理を図りながら存続を図っていきますが、大規模な修繕を伴う場合には、統廃合

を検討します。」「今後においては、委託や指定管理者制度の導入も視野に入れ、管理運営コ

ストの低減等に向けた検討を進めます。」としており、「（２）その対策⑤火葬場」「（３）計

画」で示す設備改良事業は、上記計画と整合しています。

（新設） 

P48/ 

L21 

（削除） 【し尿処理施設】 

「下呂市公共施設等個別施設計画（令和３年３月）」において、次のとおり今後の方針を示

しており、「（２）その対策⑩環境衛生」と「（３）計画」で示すし尿処理施設設備改良事業

は、上記計画と整合しています。 
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施設の位置

づけ

今後の方針 対策内容 目標使用年数

６．下呂市

中山浄化園

・し尿処理

施設

・長寿命化 ・改修計画策定（R２年度から）

・工事着手（R４年度予定）

・供用開始（R６年度末予定）

P49/ 

L7 

①子育て支援 

本市においても年少人口（０歳～１５歳未満）の割合は年々減少し、少子化が確実に進ん

でいます。核家族化の進行、女性の社会参加や共働き家庭の増加等により、子育てを取り巻

く環境は著しく変化し、子育てに悩みや不安を抱える家庭は増加傾向にあり、子育て支援に

対するニーズは多様化しています。これらの課題に対応するためには、こどもや子育て世帯

の意見を反映した保育サービスの提供や子育て家庭に対する相談窓口の強化など、時代に即

した安心して利用できる子育てサポート体制を提供することが求められています。また、こ

どもの数に合わせた児童関連施設の規模の見直しや計画的な施設整備、保育士等の確保など

も行う必要があります。 

今後は柔軟な保育サービスの充実を図るため、地域や保護者、企業等、各種関係機関が連

携し、地域社会全体で子育てを支援できるよう取り組んでいくことが重要となります。

①子育て支援 

本市の年少人口（０歳～１５歳未満）の割合は、平成 27年国勢調査では、全体の 11.4％

（3,830 人）となっており、平成 22 年の同調査による 12.5%（4,524 人）と比べ５年間で

1.1％（694 人）減少し、少子化が深刻化しています。さらに、核家族化の進行、女性の社

会進出の増加、共働き家庭の増加等により、子育てを取り巻く環境は複雑化し、子育てに悩

みや不安を抱える家庭、保護者は増加傾向にあり、子育て支援に対するニーズも多様化して

います。 

これらの課題に対応するために、今後は園児数の推移に注視しながら市内にあるこども

園６施設、子育て・保育ステーション４施設の規模等の適正化や計画的な施設整備を行う必

要があります。また、多様化する子育て支援に対するニーズに対応するために、未満児保育

など保育サービスの充実や子育て家庭に対する相談窓口の強化など、時代に即した安心し

て利用できる子育てサポート体制を提供することが求められています。 

また、家庭や地域における子育て機能の低下が懸念されています。今後は柔軟な保育サービ

スや保育指導体制の充実を図るため、地域や保護者、企業等、各種関係機関が連携し、地域

社会全体で子育てを支援できるよう取り組んでいく必要があります。

P49/ 

L20 

②児童福祉 

核家族化やひとり親家庭の増加、地域社会における人間関係の希薄化などにより、子育て

家庭の孤立化、児童虐待の増加など、様々な問題が生じていることから、こどもが健全に成

長できる環境づくりのため特に配慮の必要なこどもや家庭等への支援が必要となっていま

す。 

ひとり親家庭への経済的・社会的な支援や要保護児童の早期発見や対応、障がいのあるこ

どもの早期療育や発達支援など様々な問題に包括的に対応するため、市の支援拠点として令

②児童福祉 

ひとり親家庭の生活は、仕事と子育ての両立が必要となるため、経済的・社会的な負担が

大きくなります。本市では、ひとり親家庭に対して、福祉金給付や就業支援等の事業を実施

していますが、引き続き制度の拡充や周知に取り組む必要があります。 

 要保護児童については、下呂市要保護児童地域対策協議会を開催し、早期発見・対応や、

地域と連携した見守り体制づくりを行ってきました。さらに、令和２年度に「子ども家庭総

合支援拠点」を設置し、関係機関と連携した相談対応及び支援を実施しています。今後も、
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和６年度に「下呂市こども家庭センター」を設置しましたが、その認知度はまだ十分とは言

えず、必要な情報が必要な人に届いていないという課題もあります。今後は、これらの問題

を解決し、多様化するニーズに応えるため、経済的支援の拡充、保護者の就労支援、そして

相談体制の強化と情報発信を一体的に進める必要があります。

人権教育の推進や、体罰等によらない子育てを広げていく必要があります。 

 また、障がい児等、支援を必要とする子どもへの対応については、早期療育・発達支援に

よって児童や家庭への支援を行っており、今後も児童の将来を見据えた支援体制の継続が

必要です。

P49/ 

L33 

本市では高齢化の進展に伴い、高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見据え、高齢者

福祉施策の推進と介護保険制度の円滑な運営が重要な課題です。 

本市では高齢化の進展に伴い、現在の団塊世代が後期高齢者となる 2025 年を見据え、高

齢者福祉施策の推進と介護保険制度の円滑な運営が重要な課題です。 

P50/ 

L7 

④社会福祉 

本市の地域福祉については、市と下呂市社会福祉協議会が連携して推進していますが、人

口減少や高齢化社会、生活環境の変化などに伴い、地域福祉を担う人が減少し、近隣同士や

地域コミュニティとの関わりが薄れてきているなど、地域には多様な困りごとが存在してい

ます。そうした現状に対して市や社会福祉協議会などの公的なサービスのみで全てを解決し

ていくことは困難になっています。また、少子化が予想を上回るペースで進む極めて危機的

な状況のなか、人口減少対策としても、結婚を希望する方への切れ目のない支援と出会いの

機会創出に取り組む必要があります。 

 障がい福祉については、障がい者及び障がい児の大多数が、引き続き今の生活（地域での

生活）を望んでいますが、障がいを理由とする差別や権利侵害などによる、居住、就労、社

会参加等に関する様々な課題が取り巻いています。障がいの重度化への対応、個々の障がい

に対応した日中活動の確保などの課題に対し、市地域福祉計画及び市障がい者福祉計画に基

づき、障がい者等が社会、経済、文化等あらゆる分野の活動へ参加でき、安心して暮らすた

めに地域社会において「障がいのある人」も「障がいのない人」も、ともに生活できる環境

づくりを進める必要があります。

④社会福祉 

本市の地域福祉については、市と下呂市社会福祉協議会が連携して推進しています。しか

し、各地域の活動内容、体制には地域差があり、統一された地域活動推進の環境には至って

おらず、全市的な意識浸透、活動計画やその実施が必要となっています。 

 少子高齢化の深刻化、単独世帯の増加、人間関係の希薄化といった社会的環境の変化によ

り、生活上の様々な不安を抱く市民からの相談が増加しています。特に生活困窮、財産管

理、債権処理といった専門的知識を必要とする相談事案が増えてきており、その対応が重要

な課題となっています。また、本市においても少子化の要因の一つとして晩婚化、非婚化傾

向にあります。その改善に向けて、切れ目のない支援と結婚を希望する方の出会いの機会創

出に取り組む必要があります。 

 また、障がい福祉については、平成 25年４月から「障害者自立支援法」に代わり「障害

者総合支援法」が成立し、障がい者を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。それに

対応して、相談支援の充実、様々なタイプの就労支援事業所の参入など、障がい者に対する

サービスも徐々に充実しつつあります。 

その一方で、障がいの重度化への対応、個々の障がいに対応した日中活動の確保などの課題

があり、市地域福祉計画及び市障がい者福祉計画に基づき、障がい者等が社会、経済、文化

等あらゆる分野の活動へ参加でき、安心して暮らすために地域社会において他の人々とと

もに生活できる環境づくりを進める必要があります。

P50/ 

L23 

⑤健康 

本市は、国、県の平均と比較すると脳血管、心疾患等、生活習慣病に起因する疾病の死亡

率が高い状況です。年齢調整死亡率で見ると、７５歳未満の男性の虚血性心疾患、脳血管疾

患が高い状況になっています。国民健康保険加入者を対象に内臓脂肪症候群を減少させるた

めの特定健診、特定保健指導を実施しています。また、生活習慣の発生、生活習慣病の重症

⑤健康 

本市は、国、県の平均と比較すると脳血管、心疾患、腎不全等、生活習慣病に起因する疾

病の死亡率が高くなっています。壮年期を健康に過ごし、健康寿命を延伸するためには若い

頃からの健康管理が重要であるため、国民健康保険加入者を対象に内臓脂肪症候群を減少

させるための特定保健指導の実施や、生活習慣病の発生予防のための早期介入と啓発活動
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化を予防するため、中学校３年生から毎年健診を受けられる体制を整え、健診結果に基づく

健康教育も実施しています。 

 がん対策については、がん検診を職域健診として実施している事業所も多く、市実施の検

診受診率は１０～３０％となっています。がんは早期に発見し、早期の治療開始が必要です。

そのため、多くの市民が受診に対する意識を高め受診者を増やす必要があります。 

 また、社会の多様化により、うつ病等の精神疾患も増加してきており、特に働き盛りの男

性や高齢の男性の自殺者の割合が高い状況です。自殺予防対策や健康で自立した社会生活が

営めるようこころのケアの充実も重要となっています。壮年期を健康に過ごし、健康寿命を

延伸するためには若い頃からの健康管理が重要です。 

近年、国等で公費負担して推進する定期予防接種の種類が拡充されてきています。

を行っています。 

 健診受診率の低い 30～40代の健康意識を高揚させる取組みや、重症の高血圧や高血糖等

の特定保健指導の対象とならない生活習慣病該当者の健康づくりへの積極的な活動支援が

必要となっています。がん対策については、がん検診を職域健診として実施している事業所

も多く、市実施の検診受診率は 10～30％となっています。がんは早期に発見し、早期の治

療開始が必要です。多くの市民が受診できるように受診機会を増やす必要があります。 

 また、社会の多様化により、うつ病等の精神疾患も増加してきており、自殺予防対策や健

康で自立した社会生活が営めるようこころのケアの充実も重要となっています。 

近年、水痘やＢ型肝炎など国等で公費負担して推進する定期予防の種類が拡充されてき

ています。

P51/ 

L18 

①子育て支援 

■質の高い教育と保育を提供します 

■適正な環境で保育サービスを受けていただけるよう、公共施設等総合管理計画に基づき、

市内こども園等の施設・設備整備を進めます 

■ファミリーサポートセンター事業や、放課後児童クラブ、児童館の運営等、利用者のニー

ズに応じた、多様な子育てサポート体制を充実します 

①子育て支援 

■子育てに悩みや不安を抱える家庭、保護者を支援するため、子育てに関する広報活動・情

報提供・相談窓口等の拡充を図り、支援事業の利用を促進します 

■適正な環境で保育サービスを受けていただけるよう、公共施設等総合管理計画に基づき、

市内保育所等の施設・設備整備を進めます 

■ファミリーサポートセンター事業や、放課後児童クラブや児童館の運営等、利用者のニー

ズに応じた、多様な子育てサポート体制を充実します 

P51/ 

L25 

②児童福祉 

■こども家庭センターの積極的な周知と機能の充実により、不安を抱えるこども・妊婦・子

育て当事者たちの声が埋もれることなく確実に相談機関に届く体制を築きます 

■市の独自施策をはじめとする経済的支援に加え、就労支援や生活相談などを通じて、生活

の安定と自立に向けたきめ細やかな支援を行います 

■障がいのあるこどもや特別な配慮を必要とするこどもやその保護者に対する支援を充実

させ、住み慣れた地域で安心して子育てができる環境を整えます

②児童福祉 

■ひとり親家庭への広報活動・情報提供・相談窓口等の拡充を図り、支援事業の利用 

を促進します 

■家庭相談窓口の拡充や情報の提供に取り組み、家庭等における暴力・児童虐待をな 

くすための広報・啓発活動を展開します 

■地域社会全体で連携できるよう、保育・医療・福祉等が一体となった地域療育システムを

継続し、住み慣れた地域で子育てができるよう支援します

P52/ 

L6 

■老朽化が進んでいる市立老人ホームの移転新築及び市立デイサービスの整備を進めます (追加)

P52/ 

L9 

④社会福祉 

■相談機能を充実させ、包括的、重層的な支援ができるよう体制を整えます 

■成年後見制度の中核機関を利用し、権利擁護についての体制整備をさらに充実します 

④社会福祉 

■自治会内の小地域単位での見守りや、緊急時の手助けが日常的に行える「近隣たすけあ

い」のしくみを確立します。特に災害時に備え、地域での要支援者の把握等の取組みを支援
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■自治会、各福祉団体（民生委員、福祉委員など）が連携し、地域の活性化を進める体制を

構築します 

■地域で生きづらさを感じている市民が、自分らしく地域で住み続けることができるよう地

域の福祉力を高め、寄り添い合える地域をつくります 

■各種助成制度や新たな支援事業等について、窓口や多様なメディアで広報啓発を行います 

■障がい児通所支援及び相談支援のサービス量を確保するとともに、市内事業所と調整を図

りながら、サービス提供ができる体制を目指します 

■障がい者雇用及び就労支援は、就労系事業所や相談支援事業所、関係機関等と連携し、相

談支援体制の強化に取り組みます 

■教育環境の整備は、障がいの有無に関わらず、同じ場所で共に学ぶことができるよう配慮

した教育（インクルーシブ教育）を推進します

します 

■自治会内の福祉課題を話し合う場や機会を増やすと同時に、課題解決に向けた取組みを

支援します 

■困りごとを早期に解決するため、相談機能や相談機関のネットワーク強化を図ります 

■障がいに対する正しい理解と認識を深めるため、市民が福祉に関わりを持つ機会を創出

します 

■様々な障がい者が日中過ごせる居場所や仲間づくりの場をつくり、開設します 

■障がい者が必要とするサービスを選択して利用できる機会を提供します 

■関係機関と連携し、事業者等への障がい者の就労を促進します 

■ボランティアセンターの設置・運営・訓練など災害に対する取組みを強化します 

■結婚に向けた出会いの機会を創出します 

■飛騨３市１村で共同運営している民間団体と協力し、広域的な結婚情報ネットワークを

活用した効果的な支援を行います 

■生活困窮者に対し、自立に向けた支援を行います

P52/ 

L25 

⑤健康 

■健康維持のため、生活習慣改善について取り組みます 

■がん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病について、発症・重症化予防に取り組みます 

■官民一体となり、高血圧予防のため減塩に取り組みます 

■社会全体で健康意識を高めるために、多種多様な事業を各種団体と連携・協働し、健康 

 づくりに取り組みます。 

■こころの健康の維持・向上のため、正しい知識の普及啓発、人材育成に取り組みます 

■乳幼児期からの全ての子ども期に対し、適した栄養・保健指導、身体活動の推進に取り 

 組みます 

■高齢者の生活習慣病重症化・介護・機能低下についての予防や社会参加やつながりの推 

 進に取り組みます 

■女性の小児期から高齢期までのそれぞれの健康課題に応じた支援に取り組みます 

⑤健康 

■健康教室の開催など、市民の健康意識を高め、生活習慣の改善を支援します 

■がん検診等の健康診断を実施し、生活習慣病の発症予防と重症化予防に取組みます 

■健康づくりに取り組む市民を増やします 

■こころの健康に関する正しい知識の普及啓発に取り組みます 

■食物と健康の関係を理解し、健全な食生活を実践できる人を育てます 

■食を通して自然と地域の伝統を理解し、豊かな人間性を育みます 

■地域の健康づくりを担う人材及び団体を育成し、その活動を支援します 

■健康づくりを支える地域団体や企業等の連携した健康づくりを進めます

P53/ 

L1 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  
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６ 子育て環境の確保、

高齢者等の保健及び

福祉の向上及び増進 

（２）認定こども園   

保育所施設整備事業 

わかばこども園空調設備改修工事 

空調設備改修工事 １式 

下呂市 

保育所公設民営事業臨時 

みなみこども園外部塗装工事 

外部塗装工事 １式 

下呂市 

保育所公設民営事業臨時 

かなやまこども園複合遊具購入 １基 
下呂市 

（３）高齢者福祉施設    

老人ホーム 市立老人ホーム施設整備事業 

市立老人ホーム施設整備工事 

特別養護老人ホームあさぎりサニーランド及び

かなやまサニーランド建物・設備改修 

下呂市 

あさぎりサニーランド移転新築事業 

あさぎりサニーランド新設に伴う基本設計工事 

特別養護老人ホームあさぎりサニーランドの新

設に伴う基本設計の費用 

下呂市 

介護関連施設維持補修費 

デイサービスセンター改修工事 

デイサービスセンター建物・設備改修 

下呂市 

（８）過疎地域持続的発展特別事

業 

児童福祉 
出産祝金支給事業 

出産祝金の支給 
下呂市 

保育士確保対策事業 

保育士確保、定着のため奨励金等を支給 
下呂市 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増

進 

（１）児童福祉施設 

児童館 
地域子育て支援拠点事業臨時 

新子育て支援施設整備 
下呂市 

（２）認定こども園    

保育所施設整備事業 

みなみこども園空調設備改修工事 

空調設備改修 1.0 式 

電気設備改修 1.0 式 

下呂市 

保育所施設整備事業 

かなやまこども園空調設備改修工事 

空調設備改修 1.0 式 

電気設備改修 1.0 式 

下呂市 

子ども・子育て支援事業臨時 

かなやまこども園病児保育室改修工事 
下呂市 

（３）高齢者福祉施設    

 老人ホーム 

市立老人ホーム施設整備事業 

市立老人ホーム維持修繕費 
下呂市 

介護関連施設維持補修費 

介護関連施設整備事業 
下呂市 

その他 老人等緊急通報装置更新事業 

下呂市緊急通報事業実施要綱に基づき、市内

の一人暮らし老人の急病、事故等の緊急事態

に対処するため緊急通報装置を貸与する事

業。 

現在貸与する機器の電波領域が使用できなく

なることに伴い機器 75 台を更新するもの。 

下呂市 

（４）介護老人保健施設 

小坂老人保健施設整備事業 

老人保健施設防水・塗装工事 

建物屋根防水工事一式 

建物壁塗装工事一式 

下呂市 

小坂老人保健施設整備事業 

老人保健施設空調大規模改修工事 

空調設備改修工事一式 

下呂市 

小坂老人保健施設整備事業 

高圧受電設備改修工事 

高圧受電設備改修  1 式 

下呂市

小坂介護医療院施設整備事業 

高圧受電設備改修工事 

高圧受電設備改修  1 式 

下呂市

P53/ 

L31 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「老人ホームについては、

全て指定管理者精度を導入しており、今後も指定管理者制度を維持し、適切に維持管理を図

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成 29年３月）」において、「老人ホームについては、

適切に維持管理を図りながら存続を図っていきます。」としており、「（３）計画」で示す老
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りながら存続を図っていきますが、今後、譲渡・民営化について検討します。」としており、

「（２）その対策①高齢福祉」と「（３）計画」で示す老人ホーム施設整備事業は、上記計画

と整合しています。

人ホーム施設整備工事は、上記計画と整合しています。 

P51/ 

L36 

（削除） 【高齢者福祉施設】 

 「下呂市公共施設等個別施設計画（令和３年３月）」において、次のとおり今後の方針を

示しており、「（３）計画」で示す施設整備事業は、上記計画と整合しています。 

 施設の位置づけ 今後の方針 対策内容 目標使用年数 

５．下呂市小坂老人

保健施設（小坂診療

所との複合施設） 

・主な利用者である小坂地区

は高齢化率が 45％と下呂市

でも最も高齢化が進んでいる

ので、老健施設はより必要 

存続 ・大規模改修（R３より順次） 今後 30 年 

P54/

L8 

①医療 

本市の医療提供体制は、一次救急については３つの市立診療所（小坂診療所・馬瀬診療所・

中原診療所）と１３の開業医、二次救急を県立下呂温泉病院と市立金山病院、精神科医療を

市内の民間病院がそれぞれ担っています。三次救急については、市の北部地域は同じ飛騨医

療圏の高山市にある病院、市の南部にある金山地域は中濃医療圏にある病院に依存している

状況です。しかし、飛騨医療圏南部に位置する本市は、中山間地域が多いため、圏域内の移

動や都市部への交通アクセスに大きな課題があります。 

また、地域や診療科による医師の偏在により本市においても医師不足が深刻です。人口当た

りの医師数は全国平均の７割程度に留まり、病院での医師確保が困難なため、一部の診療科

や救急医療体制の維持が課題となっています。 

また、看護師不足も深刻で、夜勤体制が組めずに病棟の閉鎖をせざるを得ない状況になっ

ています。医師や看護師不足は病院経営を圧迫しており、悪循環を招いています。 

地域医療の要である開業医は、かかりつけ医として在宅医療を担っていますが、高齢化と

後継者不足により、このままでは一次救急医療の低下や縮小につながる可能性が高く重要な

課題となっています。また、市医師会と市薬剤師会の協力で運営している休日の一次救急を

担う市立休日診療所も、今後の継続が課題となっています。こうした状況から、市内医療機

関間の連携強化を推進することが必要です。 

また、中山間地域が多い本市では、交通アクセスの課題解決にＩＣＴを活用した遠隔医療

①医療 

全国的な医師不足により、本市においても医師や看護師の確保、病院診療科の存続や救急

医療体制の維持が課題となっています。さらに、高齢化がこれまでにないスピードで加速す

ることが予測されることから、医療需要の増加に対応するための医療体制の整備も求めら

れています。そこで、本市ではこれらの課題を解決すべく様々な取組みを実施してきまし

た。 

市立診療所の医師確保については、県及び関係市町村と連携し、自治医科大学卒業医師の

招へいを今後も継続する必要があります。また、市内病院については、特に不足している産

婦人科医や、脳神経外科手術など高度な技術を持った医師の招へいについては、医療機関や

県、関係市町村と協力して進めます。看護師については、看護師養成大学等に在籍する大学

生等に対する修学資金貸与事業を実施しており、毎年２～４名程度を確保しています。今後

も、市内病院等の看護師の充足を見据え、継続的に事業を実施する必要があります。 

また、開業医は、かかりつけ医として在宅医療を担う要ですが、市内の開業医は高齢化が

進んでおり、後継者の確保が重要な課題となっています。 

さらに、市医師会、市薬剤師会の協力を得て、軽度の救急患者診療を担う休日診療所を開設

し、病院勤務医の負担軽減を図っています。今後も継続して市内の医療連携の強化を推進す

ることが必要です。 

また、高齢化による医療の需要増加に対応するため、本市においても国が推奨する「地域
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が重要な役割を担います。オンライン診療を導入することで、高齢者の通院負担を軽減し、

より多くの市民が自宅等で適切な医療を受けられる体制づくりを進める必要があります。 

本市では、人口減少と少子高齢化が同時に進行しており、医療需要が変化しています。こ

れに伴い、認知症や複数の医療ニーズを併せ持つ要介護高齢者が増加するため、住み慣れた

地域で安心して暮らせるよう、病院、診療所、薬局、介護事業所が連携する「地域包括ケア

システム」の推進が不可欠です。 

また、将来にわたって持続可能な医療提供体制を築くため、県立下呂温泉病院と市立医療

機関が連携協定を締結しました。持続可能な医療提供体制を築くためにも、市民に地域医療

の現状を広く周知し、地域医療をともに守り育てるための取り組みを進める必要がありま

す。

包括ケアシステム」の構築が急務となっています。そこで、下呂市で暮らす誰もが健康で快

適な生活を送ることができる持続可能な下呂市の実現に向けて、病院、診療所、薬局、介護

事業所の連携強化を図り、本市の実情に合った地域包括ケアシステムの構築を推進する必

要があります。 

 本市では、下呂市立金山病院と岐阜県立下呂温泉病院を二次医療機関とし、質の高い医療

を提供しています。今後もこうした環境を維持するためには、病院及び診療所の役割分担を

広く市民に知らせ、医療資源を充実するために積極的にこれらの医療機関を利用していた

だくよう呼びかける必要があります。また、二つの病院が互いに補完し助けあうことで、医

師不足や診療科の廃止を抑える必要があります。

P55/ 

L2 

①医療 

■医療提供体制を維持するため、市立金山病院、市立診療所のあり方を検討し、必要に応じ

施設、設備の整備を推進します。 

■市内医療機関の連携を強化するとともに、診療体制整備や設備整備等を支援します。 

■飛騨圏域の医療機関と連携を強化するとともに、飛騨医療圏基幹病院の医師確保や医療機

器整備等を支援します。 

■修学資金の貸与制度や就職準備金の支給等によって、医師や看護師等の医療人材の確保・

育成を図ります。 

■岐阜大学医学部附属病院との連携を強化し、医師等の人材確保を推進します。 

■業務の効率化や医師住宅の整備等、医療従事者の労働環境整備を推進します。 

■開業医を確保するため診療所開設費用を支援します。 

■ICT を活用した医療提供体制の整備を推進します。 

■在宅医療を充実させるため、ICT を活用した医療と介護の情報共有を推進します。

①医療 

■「地域医療を守り育てる」市民を育て、その活動を支援していくため「健康フォーラム」

を開催します 

■市立病院、診療所は市内外の医療機関と連携し、その機能や役割分担について市民への周

知を図ります 

■医師会・薬剤師会と連携し、休日に初期の救急患者の診療を行う休日診療所を管 

理運営します 

■修学資金の貸与制度や就職準備金の支給等によって、市内の医療機関に従事してもらう

医師や看護師等を養成・招へいします

P55/ 

L17 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

７ 医療の確保 
（１）診療施設    

病院 
金山病院医療機器整備事業 下呂市  

診療所 診療所施設整備事業 

高圧受電設備改修工事 

小坂診療所内に設置された高圧受電設備

の改修工事 

下呂市 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

７ 医療の確保 
（１）診療施設    

病院 
金山病院医療機器整備事業 下呂市  

診療所 診療所施設整備事業 

診療所防水・塗装工事 

建物屋根防水工事 一式 

建物壁塗装工事 一式 

下呂市 
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診療所機器整備事業 

医療機器の整備 
下呂市 

その他 医療対策事業臨時 

医療提供体制の充実のため、医療機器導

入に対する補助事業 

下呂市 

（３）過疎地域持続的発展特別事業    

その他 医師招へい事業 

飛騨圏域の医師を確保するための事業 
下呂市 

看護師等修学資金貸与事業 

市内の看護師確保のために、市内の公的

病院等において、看護師、助産師として働く

意思のある大学生等を対象とした修学資金

の貸与事業 

下呂市 

医療対策事業 

将来的な医師確保につなげるための事業 

地域医療の発展・充実のための事業 

下呂市 

医療人材確保事業 

看護師等医療従事者を確保するための事

業 

下呂市 

診療所施設整備事業 

診療所空調大規模改修工事 

空調設備改修工事 一式 

下呂市 

診療所施設整備事業 

介護医療病院改修工事 

室内改修工事 一式 

下呂市 

診療所機器整備事業 

医療機器の整備 

（R5 一般 X線撮影装置、 

低周波治療器） 

下呂市 

診療所機器整備事業 

医療機器の整備 

（R７携帯型超音波診断装置、心電図検査

装置１式、生体モニタ遠方監視装置） 

下呂市 

診療所機器整備事業 

高圧受電設備改修工事 

高圧受電設備改修 1 式 

下呂市 

（３）過疎地域持続的発展特別事業    

その他 

医師招へい事業 

・高山日赤病院の産婦人科医師確保 

・飛騨地域の放射線医師確保のための、

地域医療放射線講座の開設 

下呂市 

看護師等修学資金貸与事業 

市内の看護師確保のために、市内の公的

病院等において、看護師、助産師として働

く医師のある大学生等を対象とした修学資

金の貸与事業 

下呂市 

P56/ 

L3 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「「下呂市立金山病院」に

ついては、その必要性から基本的に維持管理を図りながら存続を図っていきます。」「「下呂

市立金山病院」及び各診療所は、市内外の医療機関との連携を進めていきます。」としてお

り、「（３）計画」で示す金山病院医療機器整備事業は、上記計画と整合しています。 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成 29年３月）」において、「「下呂市立金山病院」につ

いては、その必要性から基本的に維持管理を図りながら存続を図っていきますが、今後、譲

渡・民営化も含め、あらゆる経営形態について検討していきます。」、「「下呂市立金山病院」

及び各診療所は、市内外の医療機関との連携を進めていきます。」としており、「（２）その

対策①医療」で示す下呂市立金山病院と診療所等との医療機関連携対策と「（３）計画」で

示す金山病院医療機器整備事業は、上記計画と整合しています。 

P56/ 

L10 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「診療所については、地

域医療を守るため、今後とも適切に維持管理を図りながら存続を図っていきます。」として

おり、「（３）計画」で示す各診療所施設整備事業は、上記計画と整合しています。 

「下呂市公共施設等総合管理計画（平成 29年３月）」において、「診療所については、地

域医療を守るため、今後とも適切に維持管理を図りながら存続を図っていきますが、今後指

定管理者制度の導入や民営化を検討します。」としており、「（３）計画」で示す各診療所施

設整備事業は、上記計画と整合しています。 

P57/ 

L8 

少子化は本市の学校教育現場においても影響しており、市内の児童生徒数は、令和３年５月

現在では小学校児童数計１，３９０人（計１０校）、中学校生徒数計７６３人（計６校）でし

少子化は本市の学校教育現場においても影響しており、市内の児童生徒数は、平成 27年５

月時点では小学校児童数計 1,577 人（計 13 校）、中学校生徒数計 915 人（計７校）でした
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たが、令和７年５月現在では小学校児童数計１，１４２人（計９校）、中学校生徒数計７１７

人（計６校）となっています。 

が、令和３年５月現在では小学校児童数計 1,390 人（計 10校）、中学校生徒数計 763 人（計

６校）となっています。 

P54/ 

L15 

令和７年度の小学６年生、中学３年生における調査では、「学校が楽しいと感じる児童生徒」

の割合は、小学校８９．０％、中学校９０．８％、また、「授業の内容が分かりやすいと答え

る児童生徒」の割合は、小学校８７．０％、中学校８４．１％となりました。 

令和２年度の小学６年生、中学３年生における調査では、「学校が楽しいと感じる児童生徒」

の割合は、小学校 93.0％、中学校 91.0％、また、「授業の内容が分かりやすいと答える児童

生徒」の割合は、小学校 91.0％、中学校 90.7％となりました。 

P58/ 

L23 

③スポーツ 

新型コロナウイルスの影響により、本市では多くのスポーツイベントが制限され、市民の

運動機会が大きく減少しました。この影響は現在も続いており、地域コミュニティの希薄化

や市民の健康意識の低下といった課題が浮き彫りになっています。また、少子高齢化とそれ

に伴う競技人口の減少により、中学校の部活動が地域クラブへ地域展開するなど、スポーツ

活動のあり方が大きく変化しています。さらに、施設の老朽化が進む中で、気候変動による

熱中症対策も急務となっており、施設の維持管理や整備には多額の費用が必要となるため、

持続可能な運営体制を構築することが重要です。 

（市民の健康づくりと運動習慣の定着） 

日常的に本格的なスポーツに取り組む人と、全く体を動かさない人の二極化が進み、生活

習慣病予備軍が増加しています。今後は、競技スポーツが人口減少と高齢化でさらに縮小す

ることを考えると、スポーツの役割として、誰もがいつでも、どこでも、短時間で気軽に楽

しめる活動を広めることが求められます。 

（生涯スポーツの推進と地域クラブの連携） 

少子化により、将来的に同一世代で競技スポーツの活動が困難になることが懸念されま

す。本市では「下呂市モデル」として中学校部活動の地域展開が進んでいますが、今後はさ

らに一歩進んだ取り組みが必要です。子どもから大人まで、年齢や興味に応じて様々なスポ

ーツに触れ、また、活動を中断したり再開したりできるような生涯にわたるスポーツ環境を

整備することが重要です。これにより、競技人口の確保とスポーツへの親しみを深め、より

多くの市民が自分に合った形でスポーツを続けられる仕組みを作ることが鍵となります。 

（スポーツ推進の中核組織の確立と役割強化） 

市民が継続してスポーツに親しみ、健康づくりに取り組めるスポーツ社会を実現するに

は、中核となる組織の活動強化が不可欠です。本市では下呂市スポーツ協会がその役割を担

っており、その役割をさらに明確化する必要があります。同協会に求められる機能としては、

③スポーツ 

スポーツを取り巻く環境は、大きく変化しており、少子高齢化や人口減少によりスポーツ

を支える人材不足や、スポーツ活動の広域化により活動そのものが出来ないケースも出て

きています。また、休日の学校部活動についても学校から地域への移行を進めており、地域

のスポーツを支える仕組みづくりが求められています。こうした変化のなかで、誰もが、い

つでも、どこででも参加できるスポーツ環境づくりを推進するため、スポーツの中核組織で

ある「スポーツ協会」の強化を図り、協会を中心とした競技スポーツ、生涯スポーツ、子ど

もスポーツの環境整備を積極的に進める必要があります。 

令和２年度の市民アンケートでは、週１回以上スポーツを行っている市民の割合が約

40.7％であり、令和６年度に目標とする 50％に近づけるため、スポーツを始めるきっかけ

づくりを提供していく必要があります。一方でこうした活動の拠点となる市内の体育施設

は老朽化が進み、施設維持が困難となっています。また、地球温暖化等の影響により、毎年

のように大規模な災害が発生し、体育施設の避難所利用などスポーツ施設としての機能だ

けでなく高齢者や体の不自由な方の利用も視野に入れた安心・安全な施設整備が求められ

ています。 

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアについては、2021 年の東京オリンピック開催を契

機に、国内外の代表選手やトップアスリートの合宿を積極的に誘致するなど、その活用を強

く推進するとともに、高地トレーニングエリアが有する設備や環境を活用した健康増進事

業の実施を行います。
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競技スポーツにおいては、人口減少の中でも、誰もがやりたい競技にアクセスできる環境づ

くり、生涯スポーツにおいては、市民の健康づくりを目的とした、気軽に参加できる運動習

慣の定着、子どもスポーツにおいては、本格的な少子化の中でも、子どもたちが生涯にわた

ってスポーツに親しめるよう、多様な種目を体験できる機会の提供などが課題となります。 

（スポーツ施設の適正化と機能向上） 

本市は人口規模に対してスポーツ施設が多く、老朽化も進んでいます。今後は、利用者数

が少なく、改修が難しい施設の配置適正化を図りつつ、アクセスが良い中核施設の競技環境

を向上させていく必要があります。具体的には、トイレの洋式便座化などのバリアフリー化

に加え、熱中症対策として体育館への空調設備・断熱工事を実施したり、屋外施設にもクー

リングシェルターを設置したりするなど、安全で快適な施設環境を整備することが急務で

す。 

（飛騨御嶽高原ナショナル高地トレーニングエリアの活用） 

標高 1,700m に位置するこのエリアは、国のナショナルトレーニングセンターとして、ト

ップアスリートの競技力向上に貢献しています。今後の課題は、この貴重な施設の持続可能

な運営です。高地トレーニングに関する医学的・科学的な研究を進め、そのノウハウを蓄積

することで「御嶽ブランド」を確立し、利用料以外の広告収益や民間企業との連携による新

たな収益源を確保していくことが重要です。また、高地トレーニングは一般市民の健康増進

にも有効であることから、このエリアの設備や環境を活用し、生活習慣病予防などの健康づ

くりに関する研究を進め、市民向けの健康プログラムを開発・提供することも目指します。

これにより、市民の健康増進に寄与するだけでなく、エリアの利用価値をさらに高めること

ができます。 

P60/ 

L10 

■屋内運動場の空調設備の整備に取り組み、猛暑等から児童生徒の安全を守るとともに避難

所としての防災機能の強化を図ります 

■プール改修等を行い、防災機能の強化を図るとともに地域と連携した安心安全な地域拠点

を創出します

■下呂市学校施設長寿命化計画に基づき建物の計画的な予防保全改修を行い、効率 

的・効果的な施設の長寿命化を図ります 

■下呂市国土強靭化地域計画に基づき、バリアフリー対策や非構造部材の耐震化に取り組

み、避難所として防災機能の強化を図ります 

■外構施設やグラウンド・プール・遊具等を整備し、防災機能の強化を図るとともに地域と

連携した安心安全な地域拠点を創出します

P60/ 

L32 

③スポーツ 

■スポーツ協会の強化を図り、市民自治の組織として、スポーツ全体の活性化と次世代の人

③スポーツ 

■市内にある地域スポーツクラブ連絡会に地域スポーツ委託事業を委託し、地域の創意工
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材育成を行います。 

■誰もが気軽に取り組める地域スポーツの振興を図り、市民の健康づくりに貢献します。 

■将来的に、中学校部活動の地域展開を生涯スポーツに取り込み、子どもから高齢者まで、

一貫してスポーツに親しめる環境づくりを行います 

■市内のスポーツ施設を中核施設・地区体育施設・地域健康運動広場に区分し、中核施設に

ついては熱中症対策としての空調整備のほか、競技環境の向上を図ります。一方で、利用者

が少なく、老朽化したスポーツ施設ストックの整理を進めます 

■岐阜県、高山市、下呂市に跨る飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアについて、スポーツ

コミッションを組織化してエリアの一元的な運営を図り、国内外の代表合宿などの誘致を積

極的に推進します 

■飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアにおいて、医・科学的な知見を活用してアスリート

の競技力向上メソッドと、一般市民の健康増進メソッドを確立し、高地トレーニングのブラ

ンド化を図ります

夫のなかで自主的な地域スポーツの振興を行います 

■スポーツ協会の強化を図りスポーツ全体の活性化と次世代の人材育成を行います。また、

休日の部活動の指導者確保、育成部門も備えた体制づくりを推進します 

■市内のスポーツ施設の LED 化を行います 

■市内のスポーツ施設の多機能化（洋式トイレ整備など）を行います 

■市内スポーツ施設の活用を促進します 

■飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアについて、受入体制を充実させながら国内外の代

表合宿などの誘致を積極的に推進します 

■飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの有する資源を活用した健康増進事業を行います

P61/ 

L13 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

８ 教育の振興 
（１）学校教育関連施設    

校舎 小学校空調設備整備事業 

南部地域小学校特別教室空調設備整備

工事 

空調設備整備工事 N=1 式 

下呂小学校・竹原小学校・上原小学校・金

山小学校 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

北部地域小学校特別教室空調設備整備

工事 

空調設備整備工事 N=1 式 

宮田小学校・尾崎小学校・小坂小学校・馬

瀬小学校 

下呂市

小学校トイレ改修事業 

小坂小学校トイレ改修工事 

トイレ改修工事 N=1 式 小坂小学校 

下呂市

屋内運動場 小学校空調設備整備事業 

萩原小学校屋内運動場空調設備整備工

事  

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

萩原小学校 A=1,088 ㎡ 

下呂市

小学校空調設備整備事業 下呂市 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

８ 教育の振興 
（１）学校教育関連施設    

 校舎 小学校長寿命化改良事業 

萩原小学校長寿命化改良工事 

（３カ年事業） 

RC 造 4 階建 A=4,229 ㎡ 

下呂市 

小学校長寿命化改良事業 

小坂小学校長寿命化改良工事 

（２カ年事業） 

RC 造 4 階建 A=4,884 ㎡ 

下呂市

小学校長寿命化改良事業 

宮田小学校長寿命化改良工事 

（２カ年事業） 

校舎：RC造 3 階建 A=2,215 ㎡ 

屋体：RC造平屋建 A=909 ㎡ 

下呂市

中学校長寿命化改良事業 

竹原中学校長寿命化改良工事 

（２カ年事業） 

校舎：RC造 4 階建 A=2,468 ㎡ 

屋体：RC造 2 階建 A=1,248 ㎡ 

下呂市

中学校長寿命化改良事業 

萩原北中学校長寿命化改良工事 

（２カ年事業） 

校舎：ＲＣ造 3 階建 Ａ＝2,857 ㎡ 

下呂市 
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宮田小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

宮田小学校 A=909 ㎡ 

小学校空調設備整備事業 

尾崎小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

尾崎小学校 A=710 ㎡ 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

小坂小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

小坂小学校 A=813 ㎡ 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

下呂小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

下呂小学校 A＝1,120 ㎡ 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

竹原小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

竹原小学校 A=992 ㎡ 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

上原小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

上原小学校 A=775 ㎡ 

下呂市 

小学校空調設備整備事業 

金山小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

金山小学校 A=1,163 ㎡ 

下呂市

小学校空調設備整備事業 

馬瀬小学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

馬瀬小学校 A=679 ㎡ 

下呂市

中学校空調設備整備事業 

萩原南中学校屋内運動場空調設備整備

工事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

下呂市

中学校空調設備整備事業 

北部地域中学校特別教室空調設備整備

工事 

Ｎ＝３校 特別教室 10 教室 

下呂市 

 屋内運動場 中学校屋内運動場改修事業 

下呂中学校屋内運動場アリーナ床改修工

事 

屋内運動場：ＲＣ造 3 階建 Ａ＝1,314 ㎡ 

下呂市

中学校屋内運動場改修事業 

萩原南中学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改

修工事 

屋内運動場：ＲＣ造 2 階建 Ａ＝1,518 ㎡ 

下呂市

屋外運動場 小学校屋外環境施設整備事業 

萩原小学校グラウンド改修工事 

グラウンド舗装工 Ａ＝8,083 ㎡ 

側溝改修工 Ｌ＝300ｍ 

下呂市

小学校プール改修事業 

下呂小学校プール改修工事 

プールサイド舗装工 Ａ＝500 ㎡ 

プールトイレ改修工（水洗化） 一式 

下呂市

スクールバス・ボート スクールバス管理運営費臨時 

スクールバスの購入 
下呂市 

（３）集会施設、体育施設等    

公民館 公民館活動費 

公民館の自主的な活動に対する支援 
下呂市

公民館施設管理費 

市内 10 か所の公民館の維持管理費 
下呂市

公民館施設維持補修費 

市内公民館の維持補修費用 
下呂市 

体育施設 グラウンド等管理費臨時 

下呂テニスコート新設工事 

Ａ＝2,000 ㎡ 

砂入り人工芝コート ３面 

下呂市 

体育施設整備事業 

あさぎりスポーツ公園野球場ＬＥＤ化事業 

市内体育施設ＬＥＤ化工事 43 か所 

下呂市 

図書館 図書館運営費 

図書館法に基づき設置された図書館（室）

等を運営する経費 

下呂市

図書館運営費臨時 

図書館利用者へのアンケート調査など臨

時的費用 

図書館にエアコンを設置する事業 

下呂市 

その他 いきいきセンター管理運営費 

地域の伝統文化・音楽の伝承、学習施設

の管理 

下呂市 

山之口キャンプ場管理運営費 

青少年育成のためのキャンプ場の管理 
下呂市 

位山自然の家管理運営費 下呂市 
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萩原南中学校 A=1,534 ㎡ 

中学校空調設備整備事業 

萩原北中学校屋内運動場空調設備整備

工事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

萩原北中学校 A=1,046 ㎡ 

下呂市

中学校空調設備整備事業 

小坂中学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

小坂中学校 A=987 ㎡ 

下呂市

中学校空調設備整備事業 

下呂中学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

下呂中学校 A=1,314 ㎡ 

下呂市 

中学校空調設備整備事業 

竹原中学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

竹原中学校 Ａ＝1,044 ㎡ 

下呂市

中学校空調設備整備事業 

金山中学校屋内運動場空調設備整備工

事 

実施設計業務 N=1 式 

空調設備整備工事 N=1 式 

金山中学校 Ａ＝1,748 ㎡ 

下呂市

小学校屋内運動場改修事業 

萩原小学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改修

工事 

LED 照明改修工事 N=1 式 

萩原小学校 A=1,088 ㎡ 

下呂市

小学校屋内運動場改修事業 

小坂小学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改修

工事 

LED 照明改修工事 N=1 式 

小坂小学校 A=813 ㎡ 

下呂市

小学校屋内運動場改修事業 

下呂小学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改修

工事 

LED 照明改修工事 N=1 式 

下呂小学校 A=1,120 ㎡ 

下呂市

小学校屋内運動場改修事業 

竹原小学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改修

工事 

LED 照明改修工事 N=1 式 

竹原小学校 A=992 ㎡ 

下呂市

簡易宿泊施設「位山自然の家」の管理運

営費 

社会教育施設維持補修事業 

位山自然の家東屋・清流広場トイレ・いき

いきセンター・山之口キャンプ場の小修繕

費 

下呂市 

星雲会館等（萩原庁舎）管理費臨時 

複合施設である星雲会館の大規模修繕

や工事を行う。 

下呂市 

下呂交流会館 アリーナ床面修繕工事 

A=1,824 ㎡ 
下呂市 

下呂交流会館管理運営費臨時 

下呂交流会館アリーナ移動式バスケットゴ

ール購入費 

下呂市 

（４）過疎地域持続的発展特別事業    

生涯学習・スポーツ 生涯学習講座費 

生涯学習講座の開設経費 
下呂市  

その他 家庭教育支援総合整備事業 

子育て中の親を対象とした親学び講座、

小中学生を対象としたいのちのふれあい

講座の開催、家庭教育支援チームの活動

支援費用 

下呂市  

（５）その他    

下呂市交流キャンプ開催費 

市内小中学生を対象とした交流キャンプ

開催費 

下呂市 

社会教育諸経費 

社会教育法の規定に基づく社会教育委員

関係費用 

下呂市  

青少年教育諸経費 

青少年育成委員の活動費用の他、青少年

育成市民会議・少年の主張大会・英語イ

ベント等の開催費用 

下呂市  

青少年健全育成事業 

ジュニアリーダー、子ども会、わくわく科学

体験教室などの活動費用 

下呂市  

地域学校協働活動推進事業 

地域全体で子どもの成長を支える取り組

みの実施費用 

下呂市  

二十歳のつどい開催費 

20 歳を迎えた市内中学校卒業者及び下

呂市在住者に対する記念行事を開催 

下呂市  

社会教育活動推進諸経費 

ＰＴＡ及び生活学校に対する活動支援費

用 

下呂市  
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中学校屋内運動場改修事業 

竹原中学校屋内運動場照明ＬＥＤ化改修

工事 

LED 照明改修工事 N=1 式 

竹原中学校(挌技場) A=442 ㎡ 

下呂市

水泳プール 小学校施設整備事業 

下呂小学校プール改修工事 

実施設計業務 N=1 式 

プールサイド改修工事 N=1 式 

プール機械設備改修工事  N=1 式 

下呂市 

（３）集会施設、体育施設等    

公民館 公民館活動費 

公民館の自主的な活動に対する支援 
下呂市

公民館施設管理費 

市内 10 か所の公民館の維持管理費 
下呂市

公民館施設維持補修費 

市内公民館の維持補修費用 
下呂市 

体育施設 飛騨御嶽高地トレーニングエリア管理運営

費 

御嶽パノラマグラウンド改修工事 

タータン改修 Ｌ＝400ｍ×６レーン 

ライン塗替え Ｌ＝400ｍ×６レーン 

下呂市 

下呂交流会館管理運営費臨時 

下呂交流会館長寿命化改修工事 

空調設備改修工事・屋根防水膜改修工

事・排煙窓改修工事・スプリンクラーバルブ

改修工事・昇降機耐震適合化改修工事・

特定天井耐震適合化改修工事・ＬＥＤ工事 

下呂市 

体育施設整備事業 

あさぎりスポーツ公園改修工事 

テニスコート改修（オムニコート４面張替

え）、野球場改修（防球ネット取替工事、電

光掲示板設置、土入れ替え工事）" 

下呂市 

体育施設整備事業 

あさぎり体育館長寿命化改修工事 

体育館断熱工事・体育館空調工事・体育

館屋根改修工事・体育館電気設備更新工

事・防災用倉庫・コンテナトイレ整備工事 

下呂市 

体育施設整備事業 

あさぎりスポーツ公園弓道場長寿命化改

修工事 弓道場改修工事 

下呂市 

図書館 図書館運営費 

図書館法に基づき設置された図書館（室）

等を運営する経費 

下呂市

図書館運営費臨時 

図書館利用者への調査などほか図書館シ

ステムや図書館移転費用、魅力ある図書

館環境のための整備費用等環境整備のた

めの臨時的費用  

下呂市 
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その他 いきいきセンター管理運営費 

地域の伝統文化・音楽の伝承を推進、学

習施設の管理 

下呂市

山之口キャンプ場管理運営費 

青少年育成のためのキャンプ場の管理 
下呂市 

位山自然の家管理運営費 

簡易宿泊施設「位山自然の家」の管理運

営費 

下呂市 

社会教育施設維持補修事業 

位山自然の家東屋・清流広場トイレ・いき

いきセンター・山之口キャンプ場の小修繕

費 

下呂市 

星雲会館等（萩原庁舎）管理費臨時 

星雲会館建物・設備改修工事 

エレベーター改修・空調設備室外機安全柵

設置・屋上屋根防水修繕・高圧受電設備

改修  

天慶の間音響設備改修・天慶の間備品購

入・身障者用駐車場スペース上屋設置 

下呂市 

南飛騨萩原十六館管理運営費 

十六館冷暖房設備改修工事 冷暖房施設

整備工事 一式 

下呂市 

金山市民会館管理費臨時 

金山市民会館空調設備改修事業 

図書室、児童館空調設備 一式 鉄筋コン

クリート３階建 延床面積：2,065 ㎡ 

下呂市 

（４）過疎地域持続的発展特別事業    

生涯学習・スポーツ 生涯学習講座費 

生涯学習講座の開設経費 
下呂市  

その他 家庭教育支援総合整備事業 

子育て中の親を対象とした親学び講座、小

中学生を対象としたいのちのふれあい講

座の開催、家庭教育支援チームの活動支

援費用 

下呂市  

（５）その他    

自治会活動諸経費 

下呂市連合自治会に係わる経費や自治会

保険加入費への補助 

下呂市 

集落集会施設等整備事業助成費 

自治会が所有、管理する集落集会施設等

の整備改修事業に対する補助金 

下呂市 

社会教育諸経費 

社会教育法の規定に基づく社会教育委員

関係費用 

下呂市  

青少年教育諸経費 

青少年育成委員の活動費用の他、青少年

育成市民会議・少年の主張大会・英語イベ

ント等の開催費用 

下呂市  
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青少年健全育成事業 

ジュニアリーダー、子ども会、わくわく科学

体験教室などの活動費用 

下呂市  

地域学校協働活動推進事業 

地域全体で子どもの成長を支える取り組

みの実施費用 

下呂市  

二十歳のつどい開催費 

20 歳を迎えた市内中学校卒業者及び下呂

市在住者に対する記念行事を開催 

下呂市  

社会教育活動推進諸経費 

PTA 及び学校生活に対する活動支援費用 
下呂市  

P65/ 

L11 

【小学校・中学校】 

「下呂市「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「小学校、中学校

については、今後の児童・生徒数の推移に注視しながら学校規模の適正化を検討するととも

に、計画的に維持管理を図っていきます。」としており、「（３）計画」で示す各小中学校改良

工事は、上記計画と整合しています。 

【小学校・中学校】 

「下呂市「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「小学校、中学校

については、今後の児童・生徒数の推移に注視しながら学校規模の適正化を検討するととも

に、計画的に維持管理を図っていきます。」としており、「（３）計画」で示す各小中学校長

寿命化改良工事は、上記計画と整合しています。 

P66/ 

L8 

本市の自治会加入率は８５．４％と高く、地域により活動の内容や頻度に差はあるものの、

地域コミュニティの最小単位として、地域ならではの創意と工夫で地域としての機能を維持

し続けています。 

本市の自治会加入率は 87.8％と高く、地域により活動の内容や頻度に差はあるものの、

地域コミュニティの最小単位として、地域ならではの創意と工夫で地域としての機能を維

持し続けています。 

P66/ 

L22 

本市では第二次総合計画から「住民主体の地域づくり」を重点的に推進し、一部地域で新た

な地域運営の試みが始まりました。第三次総合計画では、この流れをさらに発展させ、将来

都市像である「いのち輝き こころふれあう げろの未来」の実現に向け、市民と行政が連携

する「協働のまちづくり」をまちづくりの柱の一つに掲げています。住民が主体となり自律

的な地域づくりを市内全域で推進するためには、地域の多様な意見をまとめ、合意に至るま

でのプロセスを丁寧に構築し、地域ごとの異なる課題や特性に対応するため、市の各種施策

を地域が主体的に選択・活用できる仕組みを整えること。また地域住民の参画を促し、活動

を円滑に進めるための調整役となるファシリテーターやコーディネーターといった人材の

育成・確保することなど、これらの取り組みを通じて、持続可能な地域コミュニティの形成

を目指します。

当市では平成 26年度に「下呂市第二次総合計画」を策定し、「地域づくり」を重点プロジェ

クトとして位置づけ、一部地域においては、新たな枠組みによる地域運営の試行が始まりま

した。こうした活動が、更に自律した「地域づくり」の活動に発展し、市役所との協働を推

進していくためには、地域の合意に至るまでのプロセスや地域毎に異なる課題に対応する

ための各種施策の選択・活用、地域住民の参画を円滑に進めていくための推進役となるファ

シリテーターやコーディネーターの育成が必要です。

P67/ 

L13 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

９ 集落の整備 
（１）過疎地域集落再編整備    

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

９ 集落の整備 
（１）過疎地域集落再編整備    
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小坂地域地域振興事業臨時 

湯屋地区コミュニティ施設整備 

コミュニティ拠点施設改築工事（旧湯屋小学

校特別校舎） 

木造 2階建 延床面積A=662.4 ㎡ 

下呂市 

金山地域地域振興事業臨時 

地域運営組織拠点整備事業（旧東第一小学

校、菅田小学校） 

下呂市 

（３）その他 

萩原地域地域振興事業 

萩原地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市

コミュニティ拠点整備事業 

旧菅田小学校改修事業 

廃校を活用した地域運営組織のコミュニティ

拠点施設整備（金山町菅田地区） 

校舎：1,803 ㎡ 体育館：930 ㎡ 

グラウンド：5,089 ㎡ 

下呂市 

コミュニティ拠点整備事業 

旧東第一小学校改修事業 

廃校を活用した地域運営組織のコミュニティ

拠点施設整備（金山町東地区） 

校舎：1,838 ㎡ 体育館：940 ㎡ 

グラウンド：9,555 ㎡ 

下呂市

コミュニティ拠点整備事業 

旧下原小学校改修事業 

廃校を活用した地域運営組織のコミュニティ

拠点施設整備（金山町下原地区） 

校舎：2,288 ㎡ 体育館：1,111 ㎡ 

グラウンド：4,895 ㎡ 

下呂市

定住促進空き家活用事業 

基幹的集落に点在する空き家を市が借り上

げて改修し、移住・定住者へ供給 

下呂市森地区３棟 

下呂市 

（３）その他  

自治会活動諸経費 

下呂市連合自治会に係わる経費や自治会

保険加入費への補助 

下呂市

集落集会施設等整備事業助成費 

自治会が所有、管理する集落集会施設等の

整備改修事業に対する補助金 

下呂市

集落支援員事業 

集落支援員の配置に係る経費（金山地区 2

名 菅田・東） 

下呂市

下呂市地域づくり活動事業補助金 

新たな枠組みで地域づくりに取り組む地域

運営組織に対する活動費助成（３地域） 

下呂市

萩原地域地域振興事業 

萩原地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市

金山地域地域振興事業 

金山地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市
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小坂地域地域振興事業 

小坂地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市

下呂地域地域振興事業 

下呂地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市

馬瀬地域地域振興事業 

馬瀬地域における地域コミュニティの充実や

強化を推進するための経費 

下呂市

P67/ 

L25 

【コミュニティ拠点施設等】 

 「下呂市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）」において、「公共性が高く、市民

の利用も多い「下呂市下呂交流会館」、「下呂市星雲会館」等は今後とも適切に維持管理を図

りながら存続を図っていきます。」としており、「（２）その対策①地域振興」で示すコミュニ

ティ拠点施設整備は、上記計画と整合しています。

（新設） 

P68/ 

L18 

②文化財 

令和８年３月末時点で、市には５１３件（国指定９件、県指定５６件、市指定４３３件、

国登録１５件）の文化財が所在しています。これらは文化財所有者や地域住民等によって保

護されたり、一部は博物館で保管・展示されたりしています。また、市内には指定・登録文

化財以外にも多くの未指定文化財が存在し、これらも地域の中で守り伝えられてきた大切な

歴史文化遺産です。しかし、これらの文化財は継承の担い手の不在による散逸・消滅の危機

に瀕しており、その把握も十分ではありません。博物館や文化財収蔵施設等で管理する文化

財については、施設の老朽化により収蔵環境が悪化しています。 

今後、これまで価値が十分に認識されていなかった未指定文化財の把握も進めたうえで、

文化財継承についてその担い手を確保し、社会全体で支えていく体制づくりが急務となって

います。

②文化財 

本市には、令和３年３月末時点において 498 件(国指定９件、県指定 56 件、市指定 433

件)の文化財が点在しており、下呂ふるさと歴史記念館をはじめとする文化施設や文化財所

有者によって保護・保存されています。 

これらの文化財を伝承するため、市では下呂市文化財マップを作成し、学校教材として活

用することで、文化の継承、郷土への誇りと愛着の醸成に取り組んでいます。また、下呂ふ

るさと歴史記念館や市内文化施設にて文化財の展示を行い、文化財に触れる場を提供して

います。 

 文化財の保護・保存については、適正な管理が求められているなか、管理者や修復技術者

の後継者不足が深刻な問題となっており、文化財を老朽化や腐食等から適切に保護してい

く必要があるほか、埋蔵文化財や史跡では、将来に渡る適切な記録と保存が求められていま

す。 

 これらの文化財は、過去から未来に受け継がれるべき貴重な財産であるため、市民の生涯

学習や学校教材として積極的な活用を図り、市民に関心を高めてもらう必要があります。ま

た、あわせて効果的な公開・普及のためには、特別展の開催など、魅力的な展示活動を行っ

ていくことが求められます。 

P69/ 

L1 

②文化財 

■文化財を確実に継承するため、文化財の修理や公開等に係る支援、文化財保存に係る助言

②文化財 

■文化財の保存に係る助言・相談などの支援を行い、保護意識の向上に努めます 
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等を行います 

■これまで価値付けが明確でなかった未指定文化財も含めた文化財の調査をし、その成果を

活かした「まち歩きイベント」などを実施して、新たな視点での活用を推進します 

■廃校を活用した収蔵庫の整備を進め、文化財の適切な保存環境を確保します 

■収蔵資料の整理・調査研究をし、その成果を博物館の展示に反映させ、文化財の価値と地

域の魅力を発信します 

■特別天然記念物であるオオサンショウウオについて、外来種との交雑問題を解決するた

め、関係機関と連携した広域的な保護活動を強化します

■地域芸能文化の継承を支援し、その保存を図ります 

■文化財の所在を明確化し、地域を巻き込んだ保護活動の展開を推進します 

■埋蔵文化財の正確な位置情報の記録事業を行います 

■博物館周辺や郷土資料の充実とその有効活用を図ります

P70/ 

L6 

人口減少が進行する地域において、持続可能な社会を目指す上で、自然環境への負荷軽減

が重要な課題です。近年、地球温暖化に起因するとされる気候変動の影響、特に集中豪雨に

よる被害や自然災害の脅威を身近に感じる中、美しい自然と「森と清流と温泉」を次世代へ

継承するため、この地球全体の環境問題に真摯に取り組む必要があります。この喫緊の課題

に対し、本市は令和６年５月２６日に「下呂市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、２０５０

年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明し

ました。 

この宣言は、現在の生活スタイルを見直し、限りある資源を有効活用するという、市民一

人ひとりの環境配慮行動の重要性を一層高めるものです。これまでも省エネ推進や再生可能

エネルギーへの転換が求められてきましたが、今後はゼロカーボンシティ達成という明確な

目標に向け、市・市民・事業者が互いに連携・協力しながら一体となって、省エネ意識・省

エネ行動の促進、各家庭等における再生可能エネルギーへの転換に向けた戦略的な啓発に取

り組む必要があります。今後、節電・節水、公共交通利用、緑化推進、住宅用太陽光発電シ

ステム設置などの利用推奨等を通じて、２０５０年までの実質ゼロ達成に向けた省エネやＣ

Ｏ 削減の普及促進をより強力に図ります。

自然環境への負荷の軽減 

 過疎化が進行する地域において、持続可能な社会を目指していくためには、自然環境への

負荷の軽減にも目を向けていく必要があります。次々と物を使い捨てる生活スタイルを見

直し、限りある資源を有効に活用するには、一人ひとりが仕事や生活を営むなかで、環境に

配慮した行動をとる必要があります。省エネ推進や再生可能エネルギーへの転換が叫ばれ

ているなか、市としても、省エネ意識・省エネ行動、各家庭等における再生可能エネルギー

への転換に向けた啓発などに取り組んでいく必要があります。 

今後は、節電・節水、公共交通利用、緑化推進、住宅用太陽光発電システム設置などの利用

推奨等により、省エネやＣＯ 削減の普及促進を図ります。

P70/ 

L23 

■ごみの資源化と再利用のための施策を展開します 

■持続可能な地域団体のリサイクル活動を推進します 

■資源ごみ店舗回収の促進啓発を進めます 

■再生可能エネルギーや省エネに関する情報を収集し啓発を進めます 

自然環境への負荷の軽減 

■ごみの資源化と再利用のための、施策を展開します 

■白色トレイなど、資源ごみの店舗回収の促進啓発を進めます 

■各地域団体のリサイクル活動を紹介し、市民参加を推進します 

■再生可能エネルギーや省エネに関する情報を収集し啓発を進めます 

P71/ 本市では、行政の取組みを市民に理解、評価してもらうため、広報紙の発行やホームペー 本市では、行政の取組みを市民に理解、評価してもらうため、広報紙の発行やホームペー
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L9 ジの運営、メール配信サービス、防災アプリ、ＳＮＳなどのソーシャルメディアでの情報発

信を行うとともに、記者発表や記者会見等マスメディアを活用しています。 

ジの運営、メール配信サービス、ＳＮＳなどのソーシャルメディアでの情報発信を行うとと

もに、記者発表や記者会見等マスメディアを活用しています。 

P72/ 

L12 

③財政運営 

下呂市は、市民一人当たりの延べ床面積が周辺自治体で最も多い約３２万㎡の公共建築物

を保有しており、その５３．３％が築３０年以上で老朽化が進んでいます。今後４０年間で

必要となる改修・更新・修繕費用は約１３５６．５億円と巨額に上ると推計されています。 

また、合併後の大規模な借入れ増加により、令和５年度末の市民一人当たり借入残高は約

７５万円と県内でも高水準で、毎年の返済額が財政運営に大きな負担を与えています。 

財源面では、老朽化施設の維持費や社会保障費が増加する一方、市税や国からの交付税が

減少しています。直近１０年間で既に市税収納額は約２億５千万円減少しており、さらに今

後の人口推計では市税と普通交付税の大幅な減収が見込まれるため、財政運営は一層厳しさ

を増します。加えて、税行政においては、電子化・グローバル化の進展に伴い、手続きの利

便性向上と行政対応の大きな変化が求められています。 

限られた予算の中で市民サービスと老朽化対策を両立させるため、ふるさと寄附や企業版

ふるさと寄附など、市外からの新たな財源確保が不可欠となっています。

③財政運営 

本市の歳入において、市税の割合は約 17％を占め、高い徴収率は維持しているものの人

口減少や新型コロナウイルス感染症の影響により今後も減収は避けられない状況です。ま

た、歳入の約 35％を占め、財源依存が高い地方交付税も、今後の人口の自然減、社会減の

双方の要因により減額が予測されます。 

近年では、激甚化・頻発化する豪雨災害に対する復旧に多額の財政調整基金を取り崩して

おり、今後も同様の対応を余儀なくされることが想定されます。 

さらには、少子高齢化に対応するための社会保障の充実や老朽化する公共施設の長寿命

化改修・整備や解体撤去、社会インフラ整備などの行政サービスを堅持するための経費の増

大も予測されます。 

今後は限りある財源の中で、最小の経費で最大の効果があげられるよう、将来世代との公

平性や負担も考慮した事業の選択と集中による分野横断的な施策を展開し、持続可能な行

財政運営を進めつつ、新たな財源確保への探求と自主財源の確実な確保に努める必要があ

ります。

P72/ 

L29 

①情報共有 

■わかりやすい「広報げろ」を発行します 

■ホームページの充実を図ります 

■下呂市防災アプリを活用したサービスの拡充、登録数増大を目指します 

■ホームページ、メール等によって、市政に対する意見の受付を行います 

■ＳＮＳなどのソーシャルメディアを利活用し情報受発信をします 

■市長と語る会を開催します 

■市政報告会を開催します 

■広報紙への記事の提供を受け付けます 

①情報共有 

■わかりやすい「広報げろ」を発行します 

■ホームページの充実を図ります 

■メール配信システムのサービスの拡充、登録数増大を目指します 

■ホームページ、メール等によって、市政に対する意見の受付を行います 

■ＳＮＳなどのソーシャルメディアを利活用し情報受発信をします 

■市政目安箱を活用します 

■広報モニターの検討を行います 

■市政懇談会を開催します 

■広報紙への記事の提供を受け付けます 

P73/ 

L10 

③財政運営 

■将来の人口規模や利用者ニーズに配慮しつつ、市が保有すべき施設数と地域特性に配慮し

た施設配置を検討します 

③財政運営 

■中長期的な財政見通しによる将来予測を適時に行い、歳入を中心とした財政規模を常に

把握します 
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■存続を図る施設については、損傷等が発生した後に修繕などを行う「事後保全型管理」か

ら、計画的に保全や改築等を行う「予防保全型管理」へと転換します 

■公共施設の利活用を図る民間事業者等からの提案制度を創設し、当初の目的が達成された

施設や未利用財産等は提案制度を活用した施設の利活用や売却・貸付に取り組みます 

■事業効果を十分に検証することにより事業の選択と集中を図り、予算編成に取り組みます 

■事務事業の実施に有利な財源を探索し、確実に確保します。それでも不足する財源につい

て必要額を把握し、計画的な基金の積立に取り組みます 

■毎年の財政運営に対する返済額の負担や将来の借入金残高に配慮した、市債発行の目標額

を定め、目標額の中で財政措置に有利なものを選択して発行します 

■法定外税の検討を進め、新たな財源確保に取り組みます 

■県税事務所等への派遣や継続的な専門研修の受講により、専門性の確保と税務職員の人材

育成に努めます 

■学校での租税教室や市民向けの出前講座を実施し、税の重要性や仕組みや財政状況に対す

る理解を深めていきます 

■共通納税システムによる対象税目拡大に合わせたキャッシュレス決済可能な税目 の拡

充を図ります 

■魅力的な返礼品(地場産品)を開発し、有効なプロモーションの実施によりふるさと納税に

よる財源を確保します

■総合計画重点プロジェクトを柱とする分野横断的な施策を推進し、効果的な事業の実施

に努めます 

■限られた財源を有効活用するため、事業の選択と集中や、平準化を図り、歳入にあった予

算編成を行います 

■最低限担保すべき基金額を示しつつ、計画的な基金活用に取り組みます 

■将来世代との公平性や負担に配慮しながら、有効的で計画的な市債発行に取り組みます 

■ふるさと寄附事業の推進により地域資源や情報の発信、地域特産品返礼による地域振興

を図りながら、継続的に寄附金の増額を目指すとともに、地域経済振興につなげることによ

り企業版ふるさと納税の導入と定着化を目指します 

■学校での租税教室や市民向けの出前講座を実施し、税の重要性や仕組みや財政状況に対

する理解を深めていきます 

■納税者の利便性を確保するため、コンビニ収納等の納付環境を維持拡充し、収納率を高め

ます

P74/ 

L2 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

１２ その他地域の持

続的発展に関し必要な

事項 

広報紙発行事業 

「広報げろ」の発行。受け手にわかりやすく伝

わるよう、行政情報などを発信する。 

下呂市  

オオサンショウウオ属交雑個体等防除事業 

国特別天然記念物オオサンショウウオの交

雑がかなり進んでいることから、特定外来生

物の指定を受けた交雑個体を除去し、国産

種を保護するための生息調査費や DNA 解

析による交雑判定を実施 

下呂市 

環境衛生諸経費 

主要な河川・谷の水質調査を継続して実施

し、汚濁状況等の推移を監視・把握 

下呂市 

特定外来生物防除事業 下呂市

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考  

１２ その他地域の持

続的発展に関し必要な

事項 

広報紙発行事業 

「広報げろ」の発行。受け手にわかりやすく

伝わるよう、行政情報などを発信 

下呂市  

環境衛生諸経費 

主要な河川・谷の水質調査を継続して実施

し、汚濁状況等の推移を監視・把握 

下呂市 

  特定外来生物防除事業 

市内で生育確認されているオオキンケイギ

ク、オオハンゴンソウ、アレチウリの３種類の

外来種植物について近年事業実績を基に防

除作業及び市民協働による防除を図る為の

周知啓発

下呂市

公共事業基金積立事業 下呂市  
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市内で生育確認されているオオキンケイギ

ク、オオハンゴンソウ、アレチウリの３種類の

特定外来種植物について防除作業を継続し

て実施

公共事業基金積立事業 

公共施設の改修・整備や解体撤去に必要な

経費の財源に充当するため、基金を積み立

てる 

下呂市  

公共施設の改修・整備や解体撤去に必要な

経費の財源に充当するため、基金を積み立

てる 

P75/ 

L1 

事業計画（令和８年度～令和 12年度）過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

持続的発展施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考  

２ 産業の振興 （10）過疎地域持続的発展

特別事業 

 観光 
観光施設管理費臨時 

五ノ池小屋トイレ等環境施

設改築工事 

トイレ等建築工事 木造２

階建、延床面積 A=151 ㎡ 

下呂市 

当該事業は、御嶽山国定公園

指定によるさらなる魅力向上と

増加が見込まれる登山者への

安全確保や自然環境保護を目

的としており、その効果は将来

に及びます。 

観光施設管理費臨時 

滝見遊歩道修繕工事 

遊歩道改修工事 総延長 

L=1,000ｍ 

下呂市 

当該施設は、ぎふの宝物の滝

と岐阜未来遺産の滝めぐりによ

り、来訪者の増加と後世への自

然資源・観光資源の継承を目

的としており、遊歩道の安全確

保とその効果は将来に及びま

す。 

観光施設管理費臨時 

がんだて公園ビジターセン

ター整備 

ビジターセンター建築工事 

１棟 

下呂市 

当該施設は、御嶽山国定公園

指定により来訪者の増加が見

込まれ、巌立峡や溶岩流の歴

史文化の伝承や豊かな自然環

境の魅力を伝えることを目的と

しており、自然環境保護にも繋

がることから、その効果は将来

に及びます。 

３ 地域における情

報化 

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

 その他 

ケーブルテレビ運営事業

負担金 

施設譲渡後も、テレビ基本

サービス及びインターネッ

トサービスとその料金を維

持し、技術革新によるサー

ビス向上に努めるための

負担金 

下呂市 

当該事業は、地域の重要な情

報基盤であるケーブルテレビ網

の運営を支援するものである。 

本負担金による継続的な支援

を通じて、当該施設が将来にわ

たって安定的に維持・活用され

ることは、過疎地域における情

報格差の解消を図るのみなら

ず、地域情報の共有によるコミ

ュニティの維持・活性化にも貢

献する。この安定した情報イン

フラの確保は、住民の生活環境

の向上と安心・安全な暮らしを

将来も支え続けることにつなが

事業計画（令和２年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分（再掲）

持続的発展施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考  

１ 移住・定住・地域

間交流、人材育成 

（４）過疎地域持続的発展

特別事業 

集落ネットワーク圏形成

支援事業 

金山町東地域における

地域運営組織が行う生

活支援の取組みや「な

りわい」を創出する活動

に対する助成 

下呂市 

令和２年９月に国土交通省が実

施した関係人口に関するアンケ

ートにおいて、「地域との関係性

を深めていくために必要な要素」

として、２番目に多かった回答が

「地域とつながれる場所の確保」

です。これは、地域側に求められ

ている行動であり、人口減少に

起因する諸課題に対応するため

には必要不可欠な要素となりま

す。逆に言えば、ここを起点に対

策を講じていくことが必須であ

り、また、運営に関わる人材の育

成も急務となっています。 

令和２年３月末で金山地域の

小学校（３校）が廃校になったこ

とについて、住民からは、「小学

校は地域にとって「学校」であり、

地域が集う「拠点」でもあった。そ

のため拠点が無くなることが、地

域の衰退につながる。」と意見が

あがりました。 

この廃校活用の検討を契機

に、住民自らが地域の課題や必

要なものが何かを話し合い、活

動ができる場所の確保、また、地

域が運営することで地域を常に

見ながら、必要な活動を見定

め、早期に対応できるようになる

ための体制整備を図ることを目

的に、この事業を実施します。地

域と市が協働して持続可能な地

域の実現に向けて地域づくりを
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り、ひいては地域の定住促進に

も寄与し、持続的な発展を支え

る基盤となる。 

４ 交通施設の整

備、交通手段の確

保 

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

 公共交通 自動運転社会実装推進事

業 

自動運転社会実装推進実

証実験 

自動運転バス購入 

下呂市 

将来、リニア中央新幹線岐阜県

駅と濃飛横断自動車道の開通

により、下呂市は岐阜県北部の

交通のハブとして、観光客など

人流増加の効果が期待されて

います。当該事業は、将来を見

据えて、自動運転技術による地

域内交通を軸とした魅力的なま

ちづくりを行い、人流を地域に

取り込んで地域活性化を図るも

ので、その効果は将来に及びま

す。 

５ 生活環境の整

備 

（７）過疎地域持続的発展

特別事業 

 生活 景観形成事業 

（景観審議会の開催、景観

重要建造物・景観重要樹

木の指定） 下呂市

当該事業は、市民が誇れる自

然・歴史・文化の継承と交流人

口の増加を目的としており、豊

かな居住環境の創出と愛着を

持った地域社会の実現に繋が

ることから、その効果は将来に

及びます。 

  建築物耐震化促進事業 

・木造住宅耐震診断 

・住宅耐震改修補助 

・木造住宅除却工事補助 

・建築物耐震診断補助 

・特定建築物等耐震改修

又は建替えのための計画

の策定補助 

・特定建築物等耐震改修

工事、建替え又は除却工

事補助 

・耐震シェルター等設置補

助 

下呂市

当該事業は、大規模災害に備

えて旧耐震基準建築物の耐震

化の促進を目的としており、安

全に安心して暮すことができる

地域社会の実現に繋がること

から、その効果は将来に及びま

す。 

 防災・防犯 災害対策諸経費 

災害対策の一般経費 

防災行政無線同報系操作

卓更新にかかる経費 

下呂市 

当該事業は地域防災力を高め

るための避難所備蓄品の整

備、防災意識向上に向けた啓

発活動や防災士育成を目的と

しており、いつ起こるかわからな

い災害に対して対策を講じる事

業であり、安全に安心して暮ら

すことができる地域社会の実現

につながることから、その効果

は将来に及びます。 

当該事業は防災行政無線の情

報伝達の多様化、迅速化に対

  推進するその効果は将来に及び

ます。 

３ 地域における情

報化 

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

 デジタル技術活用 

学業支援員等配置事業 

ＩＣＴを活用した授業の

サポートを目的に、ＩＣＴ

支援員を２名配置。 

下呂市 

当該事業は、ICT 支援員２名を

配置し、小中学校における ICT

を活用した授業のサポートを行う

ことで、教員の ICT活用指導力

の向上を図るものであり、支援

員を継続的に配置していくこと、

その指導を受けた子どもたちの

学習内容が充実するものである

ことから、その効果は将来に及

びます。 

５ 生活環境の整備 （７）過疎地域持続的発展

特別事業 

生活 景観形成事業 

市民が誇れる自然・歴

史・文化を後世に継承

することを目的に、景観

審議会の開催(3 回/

年)、景観重要建造物・

景観樹木の指定、美し

い景観づくり事業を推

進。良好な景観を形成

することで、豊かな居住

環境を実現する。 

下呂市

当該事業は、市民が誇れる自

然・歴史・文化の継承と交流人

口の増加を目的としており、豊か

な居住環境の創出と愛着を持っ

た地域社会の実現に繋がること

から、その効果は将来に及びま

す。 

社会資本整備総合交付

金 住宅・建築物安全ス

トック形成事業 

大規模災害に備えて旧

耐震基準建築物の耐震

化を促進することを目

的に、耐震補強補助

金、特定建築物耐震改

修等工事補助、緊急輸

送道路沿道建築物耐震

改修等補助工事補助を

実施。有事の際に不特

定多数の集まる施設利

用者の生命と緊急輸送

路が不通となるリスクの

軽減を図る。 

下呂市

当該事業は、大規模災害に備え

て旧耐震基準建築物の耐震化

の促進を目的としており、安全に

安心して暮すことができる地域

社会の実現に繋がることから、そ

の効果は将来に及びます。 

７ 医療の確保 （３）過疎地域持続的発展

特別事業 
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応する事を目的としており、い

つ起こるかわからない災害に対

して確実に情報を伝達すること

ができる事で、安全に安心して

暮らすことができる地域社会の

実現につながることから、その

効果は将来に及びます。 

  交通安全対策費 

交通安全啓発及び交通安

全対策事業にかかる経費 
下呂市 

当該事業は交通事故防止、交

通安全啓発を目的としており、

歩車共存の安全に安心して暮

らすことができるまちづくりの実

現につながることから、その効

果は将来に及びます。 

  交通安全施設整備事業 

ガードレールの整備やカラ

ー舗装工、区画線工に関

する経費 
下呂市 

当該事業は通学路の交通安全

対策のためのガードレール整備

やカラー舗装・区画線舗装を行

う事を目的としており、安全に安

心して暮らすことができる地域

社会の実現につながることか

ら、その効果は将来に及びま

す。 

  防犯灯整備事業 

公共施設の防犯カメラ設

置、自治会が事業主体とな

って実施する防犯カメラ設

置事業 
下呂市 

当該事業は防犯灯を整備する

ことにより犯罪の抑制、住民の

安全・安心感の向上、および生

活の質の向上を目的とし、安全

に安心して暮らすことができる

地域社会の実現につながること

から、その効果は将来に及びま

す。 

６ 子育て環境の

確保、高齢者等の

保健及び福祉の向

上及び増進 

（８）過疎地域持続的発展

特別事業 

 児童福祉 出産祝金支給事業 

出産祝金の支給 

下呂市 

当該事業は、著しい人口減少と

少子高齢化の進行という本市

が抱える喫緊の課題に対し、次

世代を担う子どもの出産を奨励

し、子育てに伴う経済的な負担

を軽減することを目的としてい

ます。出生数の増加を図り、人

口減少の緩和に繋がることは、

活力ある地域づくりを推進し、

地域の持続的な発展に資する

ことから、その効果は将来に及

びます。 

  保育士確保対策事業 

保育士確保、定着のため

奨励金等を支給 

下呂市 

当該事業は、核家族化や早期

の就労復帰などの要因により

未満児保育のニーズが増加し

ている現状に対応し 、安心して

子育てができる環境を整えるた

めに保育士の確保が急務であ

るという課題に対応するもので

その他 

医師招へい事業 

・高山日赤病院の産婦

人科医師確保 

・飛騨地域の放射線医

師確保のための、地域

医療放射線講座の開設 

下呂市 

継続して産婦人科医・放射線医

を確保することで、安心して市内

で分娩ができる環境と飛騨圏域

での放射線治療の提供体制を確

保することから、その効果は将

来に及びます。 

看護師等修学資金貸与

事業 

市内の看護師確保のた

めに、市内の公的病院

等において、看護師、助

産師として働く医師のあ

る大学生等を対象とし

た修学資金の貸与事業 

下呂市 

当該事業は、看護師・助産師確

保を目的としており、安心して医

療を受けることができる地域の

実現に繋がることから、その効果

は将来に及びます。 

８ 教育の振興 （４）過疎地域持続的発展

特別事業 

 生涯学習・スポーツ 

生涯学習講座費 

生涯学習講座の開設経

費 

下呂市 

生涯学習講座を通して、住民の

教養を育み住民一人ひとりが豊

かな人生を送ることを目的として

おり、誰もが主体的に学び、その

成果を自己の生活や地域活動

等に生かすことができる社会の

実現に繋がることから、その効果

は将来に及びます。 

 その他 家庭教育支援総合整備

事業 

子育て中の親を対象と

した親学び講座、小中

学生を対象としたいの

ちのふれあい講座の開

催、家庭教育支援チー

ムの活動支援費用 

下呂市 

子育て世代の交流や学びの場

の創出は子育て環境の整備を目

的としており、子育てしやすい地

域社会の実現に繋がることか

ら、その効果は将来に及びま

す。 

１０ 地域文化の振

興等 

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

地域文化振興 

文化伝統芸能推進事業 

市文化協会、地歌舞

伎・獅子芝居団体への

支援 

下呂市 

当該事業は、伝統文化芸能活動

を推進することでその地域の特

色を後世に継承することを目的

としており、豊かな伝統文化芸能

が息づく地域社会の実現に繋が

ることから、その効果は将来に及

びます。 
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す 。持続的・安定的な保育サ

ービスの提供は、子育て環境の

充実に繋がり、ひいては少子化

対策を推進し、活力ある地域づ

くりへ貢献することから 、その

効果は将来に及びます。 

７ 医療の確保 （３）過疎地域持続的発展

特別事業 

 その他 
医師招へい事業 

飛騨圏域の医師を確保す

るための事業 
下呂市 

下呂市を含む飛騨圏域におい

て医師を確保することで、安心

して医療を受けることができる

地域の実現に繋がることから、

その効果は将来に及びます。 

  看護師等修学資金貸与事

業 

市内の看護師確保のため

に、市内の公的病院等に

おいて、看護師、助産師と

して働く医師のある大学生

等を対象とした修学資金の

貸与事業 

下呂市 

当該事業は、看護師・助産師確

保を目的としており、安心して

医療を受けることができる地域

の実現に繋がることから、その

効果は将来に及びます。 

医療対策事業 

・将来的な医師確保につな

げるための事業 

・地域医療の発展・充実の

ための事業 

下呂市 

当該事業は、下呂市の医療提

供体制を将来にわたって確保

し、充実させることで、市民が安

心して医療を受けることができ

る地域の実現に繋がることか

ら、その効果は将来に及びま

す。 

医療人材確保事業 

医師・看護師等医療従事

者を確保するための事業 

下呂市 

医師や看護師等の医療従事者

を将来にわたって確保すること

で、市民が安心して医療を受け

ることができる地域の実現に繋

がることから、その効果は将来

に及びます。 

８ 教育の振興 （４）過疎地域持続的発展

特別事業 

 生涯学習・スポーツ 

生涯学習講座費 

生涯学習講座の開設経費 
下呂市 

生涯学習講座を通して、住民の

教養を育み住民一人ひとりが

豊かな人生を送ることを目的と

しており、誰もが主体的に学

び、その成果を自己の生活や

地域活動等に生かすことができ

る社会の実現に繋がることか

ら、その効果は将来に及びま

す。 
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その他 家庭教育支援総合整備事

業 

子育て中の親を対象とした

親学び講座、小中学生を

対象としたいのちのふれあ

い講座の開催、家庭教育

支援チームの活動支援費

用 

下呂市 

子育て世代の交流や学びの場

の創出は子育て環境の整備を

目的としており、子育てしやす

い地域社会の実現に繋がるこ

とから、その効果は将来に及び

ます。 

１０ 地域文化の振

興等 

（２）過疎地域持続的発展

特別事業 

地域文化振興 

文化伝統芸能推進事業 

市文化協会、地歌舞伎・獅

子芝居団体への支援 

下呂市 

当該事業は、伝統文化芸能活

動を推進することでその地域の

特色を後世に継承することを目

的としており、豊かな伝統文化

芸能が息づく地域社会の実現

に繋がることから、その効果は

将来に及びます。 


